
文部科学省が実施した政策評価についての個別審査結果 

 

１ 審査の対象 

「政策評価に関する基本方針」（平成 13 年 12 月 28 日閣議決定、平成 17 年 12 月 16

日改定。以下「基本方針」という。）では、政策評価の円滑かつ着実な実施のため、総

務省は「各行政機関が実施した政策評価について、その実施手続等の評価の実施形式

において確保されるべき客観性・厳格性の達成水準等に関する審査」等に重点的かつ

計画的に取り組むこととされている。 

今回審査の対象とした政策評価は、次のとおりである。 

 

ア 「文部科学省実績評価書－平成 18 年度実績－」（平成 19 年８月 31 日付け 19 文科

政第 35 号による送付分）における実績評価方式による 53 件の政策評価 

イ 「文部科学省事業評価書－平成 20 年度新規・拡充事業等－」（平成 19 年８月 31

日付け 19 文科政第 35 号による送付分）における事業評価方式による 69 件（注１）

の政策評価（事前） 

ウ 「文部科学省事業評価書－平成 20 年度新規・拡充事業等－」（平成 19 年８月 31

日付け 19 文科政第 35 号による送付分）における事業評価方式による２件（注２）の

政策評価（事後） 
 

（注１） 送付を受けた 103 件の政策評価のうち、研究開発を対象とした政策評価（34件）を除い
た 69 件の政策評価。また、研究開発を対象とした政策評価については、別途整理する予定
である。 

（注２） 送付を受けた３件の政策評価のうち、研究開発を対象とした政策評価（１件））を除いた
２件の政策評価。また、研究開発を対象とした政策評価については、別途整理する予定で
ある。 

 

２ 実績評価方式による政策評価についての審査 

（１）審査の考え方と点検の項目 

（目標の設定状況） 

実績評価方式は、あらかじめ政策効果に着目した達成すべき目標を設定し、これ

に対する実績を測定して目標の達成度合いについて評価する方式であるので、当該

目標に関して達成すべき水準を明確にする必要がある。 

この審査において点検を行っているのは、次の項目である（注）。 

○ 目標に関し達成すべき水準が数値化されているなど具体的に特定されているか

どうか。 
 

（注） 達成すべき目標は行政活動の一定のまとまりを対象として設定されるものであり、様々な
要素を包含することとなる。このため、その具体的な達成水準を一義的に示すことは一般的
に困難であり、その場合、関連した測定可能な指標を用いて、それぞれの指標ごとに達成水
準を示す具体的な目標を設定し、その実績の測定をもって、達成すべき目標の達成水準の測
定に代えることが必要となる。そのような措置を講じている府省の審査においては、達成す
べき目標と測定可能な指標との構造を明らかにした上で審査を行うものとする。 

 

（２）審査の結果 

「文部科学省実績評価書－平成 18 年度実績－」における実績評価方式による 53

件の政策評価についての審査の結果（事実確認の整理結果）は、以下のとおりであ

る。 



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

生涯学習
社会の実
現

Ｃ

1-1 生涯を通
じた学習
機会の拡
大

Ｐ

－ ０

○ 11 社会人特別選抜
の導入大学数
（学部・大学
院）

Ｐ ○

昼夜開講制の導
入大学数（学
部・大学院）

Ｐ ○

夜間大学院を設
置する大学数

Ｐ ○

科目等履修生制
度を置く大学数

Ｐ ○

長期履修学生制
度の導入大学数
（学部・大学
院）

Ｐ ○

通信教育を行う
大学数（学部・
大学院）

Ｐ ○

専門職大学院設
置数

Ｐ ○

大学院修士課程
等1年生コース
の導入大学院数

Ｐ ○

長期在籍コース
の導入大学院数

Ｐ ○

政策
番号

1 ○

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

（政策目標）
　生涯にわたって学ぶ機会が提供
され、学んだ成果が適切に評価さ
れる社会を実現する。

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

○

（達成目標）1-1-1
　放送大学において、授業内容の質
的充実を図るための評価システムを
構築する。

（施策目標１－１）
　高度で体系的かつ継続的な学
習機会を提供する高等教育機関
等において、学習者の多様な
ニーズに対応し、生涯を通じた
幅広い学習機会を提供する。

（達成目標）1-1-2
　社会人のニーズに応じた各大学の
自主的な取組の促進を通じて、大学
において社会人が学ぶ機会を増加さ
せる。

各取組のう
ち、平成18年
度の実施数が
明らかになっ
ている各取組
(５つ)のう
ち、３つ以上
の取組の実施
数が前年度に
比べ増加

政策評価審査表（実績評価関係）



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

サテライト教室
等の設置大学数
（公開講座・正
規授業）

Ｐ ○

公開講座の設置
大学数

Ｐ ○

学科数（昼間）
・工業関係
・農業関係
・医療関係
・衛生関係
・教育･社会福
祉関係
・商業実務関係
・服飾･家政関
係
・文化･教育関
係

Ｐ ○

学科数（夜間）
・工業関係
・農業関係
・医療関係
・衛生関係
・教育･社会福
祉関係
・商業実務関係
・服飾･家政関
係
・文化･教育関
係

Ｐ ○

科目等履修生の
数（社会人）

Ｐ ○

委託訓練のコー
ス数

Ｐ ○

(参考指標)
私立専修学校に
おける社会人受
入数

Ｐ

(参考指標)
高校新卒者の求
人倍率（求人数
/求職者数）

Ｐ

○ 1 大学等における
公開講座の開設
講座数及び受講
者数

Ｐ 前年度の大学
等における公
開講座数及び
受講者数のい
ずれもが対
前々年度比で
増加

○

4
(参考
指標2)

（達成目標）1-1-4
　地域における生涯学習の機会を拡
充するため、大学等における公開講
座の開設数及び受講者数を増加させ
る。

前年度に比べ
半数以上の数
値が増加

○ （達成目標）1-1-3
　専修学校において社会人等が学ぶ
機会の充実を図る。



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

1-2 地域の教
育力の向
上

Ｃ

○ 「社会教育活性
化２１世紀プラ
ン」の事業実施
地域数

Ｐ ○

「社会教育活性
化２１世紀プラ
ン」の事業実施
数のうち当該年
度において事業
終了地域数

Ｐ ○

「人権教育推進
のための調査研
究事業」の実施
事業数

Ｐ 実施事業数が
21地域以上

○

○ 生涯学習分野に
おけるＮＰＯ支
援事業の委託箇
所数及び委託団
体の自立数

ＣＭ 平成17年度に
おける委託地
域数(10地域)
をベースに、
次年度に委託
を受けずに取
組を実施する
団体が25％以
上

○

「女性のキャリ
ア形成支援プラ
ン」委託件数及
び事業終了後、
具体的な成果が
得られた委託先
の割合

ＣＭ 委託終了後、
参画対象への
働きかけなど
をするため具
体的に取り組
みが始まって
いる場合、ま
たは、成果と
して政策・方
針決定過程へ
参画した例が
見られた地域
の割合が60％
以上

○

○ 5 地域子ども教室
の設置数

Ｐ － －

地域子ども教室
の運営に協力し
た地域の大人の
参加者数

Ｐ － －

地域子ども教室
の運営に協力し
た無償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
数

Ｐ － －

（達成目標）1-2-3
  放課後・週末などにおける子ども
等の体験活動の受け入れの場を全国
的に拡充することにより、地域コ
ミュニティーの充実を図る。

（達成目標）1-2-2
　様々な機関・団体等との組織的連
携を通して、地域学習活動や学習成
果を生かしたまちづくりに関する取
組や、女性の生涯にわたる学習機会
の充実など男女共同参画の促進に関
する取組を拡充・振興する。

平成17年度社
会教育活性化
21世紀プラン
を終了した24
地域におい
て、18年度に
単独で事業を
継続的に実施
している割合
が50％以上

（施策目標１－２）
　多様な学習活動の機会や情報
提供、様々な機関・団体が連携
することにより、地域における
学習活動を活性化させ、地域に
おける様々な現代的課題等に対
応するとともに、総合的に地域
の教育力の向上を図る。

（達成目標）1-2-1
　自治体における住民ニーズの把握
や事業評価等を通じた課題解決的な
取組みの充実や人権に関する学習機
会の充実に向けた取組みを推進す
る。

3

2

○



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

地域子ども教室
の運営に協力し
た地域の大人の
１箇所当たりの
年間平均参加者
数

Ｐ － －

地域子ども教室
の運営に協力し
た地域の大人の
１箇所当たりの
年間平均参加者
数が増加した都
道府県数

Ｐ 子どもの居場
所づくりの運
営に協力した
地域の大人
（無償ボラン
ティア含む）
の１箇所当た
りの年間平均
参加者数が対
前年度比で減
少する都道府
県もあった
が、全国平均
で増加

○

○ 1 「地域ボラン
ティア活動推進
事業」を新規に
実施した地域数

Ｐ ｢地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
活動推進事
業｣実施地域
数が1213地域
以上(3ヵ年で
（平成19年度
までに）概ね
1820地域)

○

○ 「文化体験プロ
グラム支援事
業」委託地域数

Ｐ 委託地域が85
地域以上

○

子どもたちが参
加･体験できる
文化事業行事を
行うべきと回答
した者の割合

Ｐ － －

1-3 家庭の教
育力の向
上

Ｃ 1 内閣府「社会意
識に関する世論
調査」『子育て
を楽しいと感じ
るか辛いと感じ
るか』の調査結
果

ＣＭ 「楽しいと感
じることと辛
いと感じるこ
とが同じくら
い」「辛いと
感じることの
方が多い」と
回答した者の
合計が前回調
査よりも減少
（１％以上）

○

２（達成目標）1-2-5
　子どもたちが地域の特色ある様々
な文化に触れ、体験するプログラム
を作成し、実施する。

（達成目標）1-2-4
　地域におけるボランティア活動の
全国的な展開を推進する。

（施策目標１－３）
　家庭教育に関する支援の充実
を図り子育て中の親が悩みや不
安にうまく対処しながらしっか
り家庭教育に取り組むことがで
きるようにする。

○



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

○ 6 家庭教育手帳の
配布数
・家庭教育手帳
（乳幼児編）
・家庭教育手帳
（小学校低学年
～小学校中学年
編）
・家庭教育手帳
（小学校高学年
～中学生編）
・家庭教育ノー
ト

Ｐ 予定した全て
の親へ情報提
供が達成され
る

○

「『家庭教育手
帳』の活用状況
に関する調査」
家庭教育手帳の
内容に対する評
価(満足度)

ＣＭ － －

家庭教育支援総
合推進事業（講
座等を実施した
市町村数／全市
町村に占める割
合）

Ｐ 全市町村
（1,821（平
成19年度末現
在））の70%
以上

○

家庭教育支援総
合推進事業にお
ける実施講座数

Ｐ － －

ITを活用した次
世代型家庭教育
支援手法開発事
業実施都道府県
数

Ｐ － －

「早寝早起き朝
ごはん」国民運
動Webサイトへ
の ア ク セ ス 数
（1日平均）

Ｐ 600件以上 ○

1-4 自立し挑
戦する若
者の育成

Ｐ

○ 6 「特色ある大学
教育支援プログ
ラム」選定件数
（申請件数）

Ｐ ○

「現代的教育
ニーズ取組支援
プログラム」選
定件数（申請件
数）

Ｐ ○

（達成目標）1-3-1
　子育て中の親の悩みの解消や子ど
もに基本的生活習慣を身につけさせ
るための取組などの家庭教育に関す
る支援の充実を図る。

（達成目標）1-4-1
　大学等において、社会経済の複雑
化・高度化に対応し、社会を牽引で
きるような高度な専門能力等を持つ
人材の養成を通じ、若年者の能力向
上、就業選択肢の拡大を図る。

各指標のうち
過半数以上の
指標において
増加

（施策目標１－４）
　在学生からフリーターまでの
若年者層の勤労観・職業観を育
成し、真に自立し、社会に貢献
する人材を育成する。

○



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

「派遣型高度人
材育成協同プラ
ン」委託件数
（新規採択件
数）

Ｐ ○

「法科大学院等
専門職大学院形
成支援プログラ
ム」の選定専攻
数

Ｐ ○

大学等における
学生の職業意識
の形成に関わる
授業科目の開設
状況

Ｐ ○

「先導的ITスペ
シャリスト育成
推進プログラ
ム」選定件数
（申請件数）

Ｐ ○

○ 4
(参考
指標2)

「専修学校にお
けるNPO団体等
と連携したニー
トに対する職業
教育支援事業」
選定件数（申請
件数）

Ｐ 着実に進展す
る

－

「専修学校教育
重点支援プラ
ン」選定件数
（申請件数）

Ｐ －

専修学校におけ
る解説学科数の
推移

Ｐ －

公民館等におけ
るニート支援モ
デル事業におい
て、各地域で実
施された事業の
参加者数

Ｐ 1,000人以上 ○

(参考指標)
若年無業者数
（ニート）数の
推移

ＣＭ

(参考指標)
フリーター数の
推移

ＣＭ

1-5 ＩＴに関
連する教
育・学習
の振興と
ＩＴを活
用した教
育・学習
の振興

Ｃ

（達成目標）1-4-2
　専修学校等における「学び直し」
の機会の提供や公民館を活用した社
会参加への支援等を推進する。

（施策目標１－5）
　高度情報社会を担う人材を育
成するための教育・学習を推進
するとともに、ＩＴを効果的に
活用した教育・学習の機会を充
実する。

○



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

○ 18
(参考
指標1)

教員のＩＣＴ活
用指導力
1.教育効果をあ
げるには、どの
場面にどのよう
にしてコン
ピュータやイン
ターネットなど
を利用すればよ
いかを計画す
る。

Ｐ 教員のICT活
用指導力の
チェックリス
ト18項目の全
てにおいて、
「わりにでき
る」「ややで
きる」教員の
割合が60％以
上

○

教員のＩＣＴ活
用指導力
2.授業で使う教
材や資料などを
集めるために、
インターネット
やCD-ROM など
を活用する。

Ｐ ○

教員のＩＣＴ活
用指導力
3.授業に必要な
プリントや提示
資料を作成する
ために、ワープ
ロソフトやプレ
ゼンテーション
ソフトなどを活
用する。

Ｐ ○

教員のＩＣＴ活
用指導力
4.評価を充実さ
せるために、コ
ンピュータやデ
ジタルカメラな
どを活用して児
童の作品・学習
状況・成績など
を管理し集計す
る。

Ｐ ○

教員のＩＣＴ活
用指導力
5.学習に対する
児童の興味・関
心を高めるため
に、コンピュー
タや提示装置な
どを活用して資
料などを効果的
に提示する。

Ｐ ○

教員のＩＣＴ活
用指導力
6.児童一人一人
に課題を明確に
つかませるため
に、コンピュー
タや提示装置な
どを活用して資
料などを効果的
に提示する。

Ｐ ○

（達成目標）1-5-1
　概ね全ての教員がコンピュータを
使った指導を実施できるようにす
る。



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

教員のＩＣＴ活
用指導力
7.わかりやすく
説明したり、児
童の思考や理解
を深めたりする
ために、コン
ピュータや提示
装置などを活用
して資料などを
効果的に提示す
る。

Ｐ ○

教員のＩＣＴ活
用指導力
8.学習内容をま
とめる際に児童
の知識の定着を
図るために、コ
ンピュータや提
示装置などを活
用して資料など
をわかりやすく
提示する。

Ｐ ○

教員のＩＣＴ活
用指導力
9.児童がコン
ピュータやイン
ターネットなど
を活用して、情
報を収集したり
選択したりでき
るように指導す
る。

Ｐ ○

教員のＩＣＴ活
用指導力
10.児童が自分
の考えをワープ
ロソフトで文章
にまとめたり、
調べたことを表
計算ソフトで表
や図などにまと
めたりすること
を指導する。

Ｐ ○

教員のＩＣＴ活
用指導力
11.児童がコン
ピュータやプレ
ゼンテーション
ソフトなどを活
用して、わかり
やすく発表した
り表現したりで
きるように指導
する。

Ｐ ○



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

教員のＩＣＴ活
用指導力
12.児童が学習
用ソフトやイン
ターネットなど
を活用して、繰
り返し学習した
り練習したりし
て、知識の定着
や技能の習熟を
図れるように指
導する。

Ｐ ○

教員のＩＣＴ活
用指導力
13.児童が発信
する情報や情報
社会での行動に
責任を持ち、相
手のことを考え
た情報のやりと
りができるよう
に指導する。

Ｐ ○

教員のＩＣＴ活
用指導力
14.児童が情報
社会の一員とし
てルールやマ
ナーを守って、
情報を集めたり
発信したりでき
るように指導す
る。

Ｐ ○

教員のＩＣＴ活
用指導力
15.児童がイン
ターネットなど
を利用する際
に、情報の正し
さや安全性など
を理解し、健康
面に気をつけて
活用できるよう
に指導する。

Ｐ ○

教員のＩＣＴ活
用指導力
16.児童がパス
ワードや自他の
情報の大切さな
ど、情報セキュ
リティの基本的
な知識を身につ
けることができ
るように指導す
る。

Ｐ ○



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

教員のＩＣＴ活
用指導力
17.校務分掌や
学級経営に必要
な情報をイン
ターネットなど
で集めて、ワー
プロソフトや表
計算ソフトなど
を活用して文書
や資料などを作
成する。

Ｐ ○

教員のＩＣＴ活
用指導力
18.教員間、保
護者・地域の連
携協力を密にす
るため、イン
ターネットや校
内ネットワーク
などを活用し
て、必要な情報
の交換・共有化
を図る。

Ｐ ○

（参考指標）
コンピュータを
使って指導がで
きる教員の割合

Ｐ

○ 1 「地上デジタル
テレビ放送の教
育活用促進事
業」モデル校全
体の学習指導案
の蓄積数

Ｐ 114以上 ○

○ 3 ｅラーニングに
よる人材育成支
援モデル事業に
おける学習コン
テンツ制作数

Ｐ 11本以上 ○

ｅラーニングに
よる人材育成支
援モデル事業に
おける学習者数

Ｐ 対前年度比
150%以上

○

ｅラーニングに
よる人材育成支
援モデル事業の
学習者に対する
アンケートにお
いて就労意識の
向上等を認識し
たと回答した学
習者の割合

ＣＭ 70％以上 ○

（達成目標）1-5-3
　eラーニングを活用した職業意識
の醸成等を図る。学習機会の提供を
図る。

（達成目標）1-5-2
　多様な教育・学習機会の充実に資
するため、教育における地上デジタ
ルテレビ放送の活用方策等について
普及・促進を図る。



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

エル・ネット
（教育情報衛星
通信ネットワー
ク）を活用して
配信された、地
域において開発
されたコンンテ
ンツ数の対前年
度比

Ｐ ○

インターネット
を活用して配信
された、地域に
おいて開発され
たコンンテンツ
数の対前年度比

Ｐ ○

確かな学
力の向
上、豊か
な心と健
やかな体
の育成と
信頼され
る学校づ
くり

Ｃ

2-1 確かな学
力の育成

Ｃ

△ 6 教育課程実施状
況調査の結果

・設定通過率を
上回る又は同程
度と考えられる
問題数の合計が
過半数を占める
教科の割合（学
年・教科数）

ＣＭ △

・授業の理解度
（よくわかる、
だいたいわかる
と回答した率）

・前回調査との
同一問題に関す
る平均正答率

生徒の学習到達
度調査（PISA）
の結果
・数学的活用能
力
・読解力
・科学的活用能
力
・問題解決能力

ＣＭ △

（達成目標）2-1-1
　学習指導要領の目標・内容に照ら
した児童生徒の学習状況の改善を図
り、知識・技能はもとより、学ぶ意
欲、思考力、判断力、表現力等まで
含めた「確かな学力」を育成する。

2

（政策目標）
　子どもたちが確かな学力、豊
かな心と健やかな体を育成する
ことのできる社会を実現すると
ともに信頼される学校づくりを
進める。

（施策目標２－１）
　基礎・基本を徹底し、自ら学
び自ら考える力などまで含めた
「確かな学力」を身に付けさせ
る。

（達成目標）1-5-4
　エル・ネットを活用した地域の特
色あるコンテンツの全国発信を通
じ、学習機会の提供を図る。

国内外の学力
調査等の結果
について、調
査項目（教科
等）ごとに詳
細に分析した
結果、全体的
に「確かな学
力」が向上ま
たは維持され
ており、特段
の低下傾向や
課題はみられ
ない。

○

２ ○

○

エル･ネット
及びインター
ネットを活用
して配信され
た、地域にお
いて開発され
たコンンテン
ツ数の対前年
度比対前年度
比が100%以上



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

国際数学・理科
教育動向調査
（TIMSS）の結
果
・勉強は楽しい
と思う（数学）
・勉強は楽しい
と思う（理科）
・学校外での時
間の過ごし方
ⅰ）宿題をする
（時間／日）
ⅱ）テレビやビ
デオを見る（時
間／日）

ＣＭ △

習熟度別指導を
実施している学
校の割合

Ｐ － －

○ 1 「『英語が使え
る日本人』育成
のための行動計
画」関連施策の
達成割合

Ｐ 80％程度 ○

公立学校に在籍
する外国人児童
生徒数

Ｐ ○

公立学校に在籍
する日本語指導
が必要な外国人
児童生徒数

Ｐ ○

公立学校におけ
る日本語指導が
必要な外国人児
童生徒のうち学
校で日本語指導
等特別な指導を
受けている児童
生徒数の割合

Ｐ ○

公立小・中学校
図書館の蔵書数

Ｐ 公立小・中学
校の学校図書
の１年度間の
増加冊数が
600万冊以上

○

公立小・中学校
全体で全校一斉
読書活動を実施
している学校の
割合

Ｐ 80％以上の学
校で実施

○

○ 3 幼稚園就園奨励
費補助金制度に
おける減免単価
の改定率

Ｐ ５年間で３％
以上の引き上
げを実施

○

公立学校にお
ける日本語指
導が必要な外
国人児童生徒
のうち学校で
日本語指導等
特別な指導を
受けている児
童生徒数の割
合が85％以上

（達成目標）2-1-5
　幼稚園への就園を推進するため、
公私立幼稚園の格差を是正すべく、
私立幼稚園における減免単価の引き
上げ及び第２子以降の減免率の引き
下げを推進する。

（達成目標）2-1-2
　国際社会で主体的に行動すること
ができる能力の基礎を育成するため
に国際教育を推進する体制を整備す
るとともに、「英語が使える日本
人」の育成のための行動計画に基づ
き、「英語が使える日本人」を育成
する体制を確立する。

（達成目標）2-1-4
　児童生徒の主体的な学習活動や読
書活動が充実するよう学校図書館の
機能の充実・強化を図る。

（達成目標）2-1-3
　外国人の児童生徒に対する教育支
援体制を整備することにより、日本
語指導が必要な外国人児童生徒への
指導の充実を図る。

3

2

○

○



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

幼稚園就園奨励
費補助金制度に
おける第２子以
降の優遇措置に
係る減免率

Ｐ 第１子を1.0
とした場合、
第２子：
0.6、第３子
以降：0.1を
達成

○

幼稚園就園奨励
費補助金制度に
おける第２子以
降の優遇措置に
係る適用条件の
緩和（優遇措置
の対象範囲の拡
充）

Ｐ ５年間で小学
校１～３年生
に兄・姉を有
する園児まで
拡充

○

○ 1 認定こども園数 Ｐ 70園以上 ○

小・中学校にお
ける校内委員会
設置率

Ｐ 対前年度比
５%以上上昇

○

小・中学校にお
ける特別支援教
育コーディネー
ター指名率

Ｐ 対前年度比
５%以上上昇

○

2-2 豊かな心
の育成

Ｃ

△ 「児童生徒の心
に響く道徳教育
推進事業」の指
定校数

Ｐ 増加 △

道徳の時間の年
間実施時数（小
学校/中学校）

Ｐ 増加 △

○ 3 学校において体
験活動を実施し
ている平均日数
（小学校/中学
校/高等学校）

Ｐ 全学校種にお
ける体験活動
の年間の実施
日数が７日間
以上

○

豊かな体験活動
推進事業の指定
校数

Ｐ － －

人権教育総合推
進地域、人権教
育研究指定校の
成果のうち、教
育委員会が研修
や協議会等で普
及を図った割合

Ｐ 60％以上 ○

（達成目標）2-1-6
　幼稚園と保育所の連携を一層促進
し、「認定こども園」（就学前の教
育・保育を一体として捉えた一貫し
た総合施設）の設置を可能とすると
ともに、幼児期からの「生きる力」
の育成を図る。
（達成目標）2-1-7
　障害のある児童生徒について、関
係機関と連携しながら、きめ細やか
な指導等を行う特別支援教育を推進
する。

（達成目標）2-2-2
　小学校における一週間以上の宿泊
自然体験活動等をはじめとした学校
における体験活動や、人権感覚を身
につける教育を推進する。

2

2○

○

（達成目標）2-2-1
　体験活動をいかした道徳教育や地
域人材の積極的活用など特色ある充
実した道徳教育を実施する。

（施策目標２－２）
　他人を思いやる心、生命や人
権を尊重する心、自然や美しい
ものに感動する心、正義観や公
正さを重んじる心、勤労観、職
業観など、子どもたちに豊かな
人間性と社会性を育むための教
育を実現する。



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

職場体験の実施
状況（公立中学
校）

Ｐ 実施率89％以
上

○

インターンシッ
プの実施状況
（公立全日制高
等学校）

Ｐ 実施率50%以
上

○

○ 4 目指せスペシャ
リスト「スー
パー専門高校」
の指定校数/新
規指定校数

Ｐ － －

専門高校等にお
ける「日本版
デュアルシステ
ム」推進事業の
指定地域数/新
規指定地域数

Ｐ － －

モデル事業にお
いて生徒の実践
力の修得や勤労
観・職業観の醸
成が図られたと
回答した学校数

ＣＭ 生徒の実践力
の修得や勤労
観・職業観の
醸成が図られ
たと回答した
学校の割合が
60％以上

○

モデル事業にお
ける連携協力機
関数（大学や企
業など）

Ｐ 対前年度比
105％以上

○

2-3 児童生徒
の問題行
動等への
適切な対
応

Ｃ

○ 1 公立中学校にお
けるスクールカ
ウンセラーの配
置校数

Ｐ 当該年度のｽ
ｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ配
置予定校数
（平成18年
度：10,163
校）を100％
として90％以
上

○

地域スクリーニ
ング･サポート･
ネットワーク数

Ｐ 当該年度の地
域ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ･ｻ
ﾎﾟｰﾄ･ﾈｯﾄﾜｰｸ
整備事業にお
ける指定地域
数（平成18年
度：450）を
100％とし
て、90％以上

○

公立小・中学校
における、学
校、教育支援セ
ンター等の学校
内外の機関で相
談、指導、治療
を受けた不登校
児童生徒数

ＣＭ 不登校児童生
徒数全体に占
める相談、指
導、治療を受
けた不登校児
童生徒数の割
合が65％以上

○

（達成目標）2-2-4
　専門高校等において地域社会との
連携の強化等により、将来の専門的
職業人の育成を促進し、専門高校等
の活性化を図る。

（達成目標）2-3-2
　学校・家庭・関係機関が連携した
地域における不登校児童生徒に対す
るサポートシステムを整備する。

○

○

2（達成目標）2-2-3
　職場体験やインターンシップ（就
業体験）の取組等を通じ、児童生徒
が望ましい勤労観・職業観を身に付
け、個々の能力・適性に応じて主体
的に進路を選択することができるよ
うにするなど、キャリア教育の推進
を図る。

2

○

（施策目標２－３）
　学校・家庭・地域社会が一体
となって、学校における暴力行
為・いじめ等の問題行動及び不
登校を解決する。

（達成目標）2-3-1
児童生徒が専門的な教育相談を受け
ることができる体制を整備する。



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

－ 0

サポートチーム
（結成件数）

Ｐ 前年度より増
加

○

サポートチーム
（対象人数）

Ｐ 前年度より増
加

○

－ 0

－ 0

2-4 青少年の
健全育成

Ｃ

○ 1 ひきこもり青
年、不登校児
童･生徒、ニー
ト等の自立に支
援を要する青少
年を対象とした
体験活動の取組
を実施した都道
府県数（対前年
伸び率）

Ｐ 対前年度から
１割以上増加

○

青少年を取り巻
く有害情報対策
に係る推進体制
を整備した都道
府県数（累計）

Ｐ 対前年度比
10％以上増加

○

（参考指標）
携帯電話のフィ
ルタリングサー
ビスの認知率

Ｐ

○ （施策目標２－４）
　青少年の心と体の健全な発展
を促し、自主性・社会性や正義
感・倫理観を持った豊かな人間
性を育むため、青少年の自立へ
の支援、青少年を取り巻く有害
環境対策の推進、自然体験活動
の充実、子どもの読書活動の推
進、青少年の国際交流の促進等
により、青少年の健全な育成を
推進する。

（達成目標）2-3-6
　子どもの情動等に関する科学的な
研究の成果の教育への応用に関する
調査研究を行い、その調査研究の成
果の普及を図る。

（達成目標）2-4-1
　青少年の自主性や社会性等を育
む、青少年の自立のための支援体制
の整備を推進する。

（達成目標）2-3-3
　不登校児童生徒の実態に応じた効
果的な学習カリキュラム･活動プロ
グラム等を開発し、普及させること
により、不登校の様々な要因・背景
への適切な対策を講じることができ
るようにする。

（達成目標）2-3-4
　学校・教育委員会・関係機関から
なるサポートチームの組織化などを
通じ問題行動を起す児童生徒に対す
る地域における支援ができるように
する。

1
(参考
指標1)

2○

○ （達成目標）2-4-2
　青少年の情報活用能力の育成、問
題性や注意事項等についての啓発、
地域で有害環境から青少年を守る取
組を推進し、青少年を取り巻く有害
環境対策を推進する。

（達成目標）2-3-5
　児童虐待の予防及び早期発見のた
めの方策等について、調査研究し、
その成果の普及を図る。
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指標数 測定指標
指標
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目標値

指標の目
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3 自然体験活動の
指導者の養成・
登録制度（新規
登録の指導者数
（年間））

Ｐ 対前年度比が
前年同又は1
割以上増加

○

自然体験活動に
資する場所の登
録件数

Ｐ ○

自然体験を得た
青少年の割合

Ｐ ○

海外に青少年を
派遣、招へいし
た国・人数

Ｐ 前年度より増
加

○

（参考指標）
海外に青少年指
導者・リーダー
を派遣、招へい
した国・人数

Ｐ

○ 1 全国における
「問題を抱える
青少年のための
継続的活動の場
づくり事業」に
より構築された
場の数

Ｐ 構築された場
の数の伸び率
が10％以上

○

○ 全国読書フェス
ティバル参加者
数の推移

Ｐ △

市町村等におけ
る子どもの読書
活動推進に関す
る調査研究の実
施状況
・委嘱件数
・委嘱金額
・１件当たり平
均委嘱金額

Ｐ △

子どもの読書活
動推進計画の策
定状況

Ｐ 子どもの読書
活動推進計画
を策定した自
治体が前年に
比し、30％以
上増加

○

（参考指標）
本を読まない子
ども（１か月に
０冊と回答）の
推移

ＣＭ

参加状況等の
推移が増加

（達成目標）2-4-5
　地域のボランティア団体、青少年
団体等と連携･協力を促し、多様な
体験活動を行うことができる継続的
活動の場（居場所）を構築すること
により、非行等の問題を抱える青少
年の立ち直りを支援する。

（達成目標）2-4-6
　子どもの読書活動に関する社会的
機運の醸成を図るとともに、地域に
おける子どもの読書活動推進体制の
整備を推進する。

3
(参考
指標1)

○ （達成目標）2-4-3
　自然体験機会を得た青少年の割合
を、維持、増加させる。

（達成目標）2-4-4
　青少年の国際交流を通じ、我が国
及び各国における青少年及び青少年
育成指導者相互間の理解の向上を図
るための取組を推進する。

○ 1
(参考
指標1)



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
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2-5 健やかな
体の育成

Ｃ

○ 2
(参考
指標4)

「今の子どもの
スポーツ環境の
変化」に関する
アンケート調査
結果
・「よくなっ
た」と回答した
者の割合

ＣＭ ○

「今の子どもの
スポーツ環境の
変化」に関する
アンケート調査
結果
・「悪くなっ
た」と回答した
者の割合

ＣＭ ○

（参考指標）
体力・運動能力
調査の結果
・50ｍ走（11歳
男子）

ＣＭ

（参考指標）
体力・運動能力
調査の結果
・50ｍ走（11歳
女子）

ＣＭ

（参考指標）
体力・運動能力
調査の結果
・ソフトボール
投げ（11歳男
子）

ＣＭ

（参考指標）
体力・運動能力
調査の結果
・ソフトボール
投げ（11歳女
子）

ＣＭ

○ 5 薬物乱用防止教
室の開催率（公
立の中学校）

Ｐ ○

薬物乱用防止教
室の開催率（公
立の高等学校）

Ｐ ○

○ （施策目標２－５）
　児童生徒の健やかな体をはぐ
くむため学校体育の充実や子ど
もの体力の向上を図るととも
に、児童生徒が健康で安全な学
校生活を送られるような条件整
備及び生涯にわたって健康で安
全な生活を自ら営んでいくため
の知識や態度の育成を行う。

（達成目標）2-5-1
　スポーツの実施を通じて、子ども
の体力の低下傾向に歯止めをかけ
る。

（達成目標）2-5-2
　学校保健を充実し、児童生徒の健
康増進を図る観点から、薬物乱用防
止教育を充実するための取組を推進
する。

公立中学校・
高等学校にお
ける薬物乱用
防止教室の開
催率が50％以
上

「よくなっ
た」と回答し
た者の割合が
50％以上
又は、
「よくなっ
た」と回答し
た者の割合が
21.5％（前回
調査値）以上
50％未満であ
り、かつ「悪
くなった」と
回答した者の
割合が50％未
満
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指標
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「薬物等に対す
る意識等調査」
において「薬物
は絶対に使うべ
きではないと回
答した児童生徒
の割合」
（公立の小学校
６年生）

ＣＭ － －

「薬物等に対す
る意識等調査」
において「薬物
は絶対に使うべ
きではないと回
答した児童生徒
の割合」
（公立の中学校
３年生）

ＣＭ － －

「薬物等に対す
る意識等調査」
において「薬物
は絶対に使うべ
きではないと回
答した児童生徒
の割合」
（公立の高等学
校３年生）

ＣＭ － －

栄養教諭免許取
得者の増加率
（対前年度比）

Ｐ 20％以上 ○

学校給食におけ
る地場産物の使
用割合

Ｐ 20％以上 ○

防犯のマニュア
ルを活用してい
る学校の割合

Ｐ ○

子どもの安全対
応能力の向上を
図るための取組
の実施状況

Ｐ ○

通学路の安全点
検の実施状況

Ｐ ○

2-6 地域住民
に開かれ
た信頼さ
れる学校
づくり

Ｃ

○ 1 学校評価実施状
況調査における
外部評価実施率
(公立学校)

Ｐ 70％以上 ○

（達成目標）2-5-3
  児童生徒に食に対する正しい知識
や望ましい食習慣を身につけさせる
ため、小・中学校における食育を推
進する体制の整備を行う。

○

○

○ 2

（施策目標２－６）
　地域や子どもたちの実情に応
じた教育を可能とする特色ある
学校づくりや自主的・自律的な
学校運営を実現するとともに、
保護者や地域住民が学校運営の
状況について把握し、積極的に
参画できるようにする。

（達成目標）2-5-4
　児童生徒等の安全を守るため、学
校における安全確保のための取組を
推進する。

3

（達成目標）2-6-1
　保護者や地域住民等が教職員と共
通理解をもち、学校改善に向けて連
携･協力するため、学校関係者評価
等を充実させる。

左の取組を
「活用してい
る」または
「実施してい
る」がそれぞ
れ50％以上



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
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無

政策
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○ 1 推進プランの研
究指定校で学校
運営協議会未設
置校のうち新規
に学生運営協議
会を設置した学
校の割合

Ｐ 50％以上 ○

○ 1 各都道府県等で
設置されている
中高一貫教育校
の学校数(累計
数/新規設置数)

Ｐ 新たに設置さ
れた中高一貫
教育校が20校
以上

○

－ 1 「新教育システ
ム開発プログラ
ム」採択案件数

Ｐ 概ね順調に進
捗

－

2-7 魅力ある
優れた教
員の養
成・確保

Ｃ

○ 1 大学での教員研
修（現職研修）
の改善を目的と
した大学との連
携の取組を行っ
ている都道府
県・指定都市教
育委員会の割合

Ｐ ８割以上 ○

盲･聾･養護学校
免許状非保有者
の認定講習会受
講者数

Ｐ － －

盲･聾･養護学校
の教員の免許状
保有者の割合

Ｐ 増加（対前年
度比）

○

○ 1 教員研修の実態
及び研修の評
価･測定等に関
する調査研究の
進捗状況

Ｐ 調査研究が完
了し、計画通
りに進んでい
る（報告書の
とりまとめ）

○

○ 1 新しい教員評価
システムが既に
試行又は実施さ
れている都道府
県・指定都市教
育委員会の割合

Ｐ 80%以上の都
道府県･指定
都市教育委員
会において試
行又は実施

○

○

○

（達成目標）2-7-1
　教員の資質能力の向上を図るた
め、教員の養成・研修の各段階を通
じた各都道府県・指定都市教育委員
会と大学との連携を推進する。

（達成目標）2-7-3
　国において、研修を効果的に実施
するための教員研修評価・改善シス
テムを活用した研修が実施されるこ
とを促進する。

（達成目標）2-7-4
　評価システムの改善･運用を積極
的に進めることにより教員の能力と
実績に応じた評価と処遇が行われる
ようにする。

2

（達成目標）2-6-4
　将来の制度改正を見据え、新しい
教育システムの提言につなげるため
の調査･研究を行う。

（施策目標２－７）
　児童生徒や保護者からの尊敬
と信頼を得られるような優れた
資質能力を有する教員を養成・
確保するとともに、能力と実績
に応じた評価と処遇を行うこと
を通じて教員のやる気と能力を
引き出す。

（達成目標）2-6-2
　保護者や地域住民が一定の権限と
責任を持って公立学校運営に参画で
きる仕組みである「学校運営協議会
制度」が多くの地域で活用されるた
めの方策について検討し、その着実
な推進を図る。

（達成目標）2-7-2
　特別支援学校の現職教員につい
て、障害のある児童生徒の障害の重
度･重複化等を踏まえた適切な対応
を行うことができるよう、特別支援
学校の現職教員の専門性の向上を図
るとともに、特別支援学校の教員の
特別支援学校教諭免許状保有率を高
める。

（達成目標）2-6-3
　生徒が自己の興味・関心等に応じ
た学校を選択することが可能となる
よう、中高一貫教育校が通学範囲の
身近なところに数多く設置されるな
ど、特色ある学校づくりを促進す
る。



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
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2-8 Ｃ

△ 公立小・中学校
における耐震化
率

ＣＭ △

公立幼稚園にお
ける耐震化率

ＣＭ △

公立小・中学校
における耐震診
断実施率

Ｐ － －

公立幼稚園にお
ける耐震診断実
施率

Ｐ － －

○ 1 公立学校におけ
るエコスクール
の事業実績数
（単年度・累
積）

Ｐ 平成18年度
160校以上
(16年度まで
に累積200校
以上達成済
み）

○

個性が輝
く高等教
育の推進
と私学の
振興

Ｃ

3-1 大学など
における
教育研究
の質の向
上

Ｃ

△ ２
(参考
指標
10)

ファカルティ
ディベロップメ
ントの取組を
行っている大学
数・割合

Ｐ △

厳格な成績評価
（ＧＰＡ）の取
組を行っている
大学数・割合

Ｐ △

(参考指標)
「特色ある大学
教育支援プログ
ラム」選定件
数・申請件数

Ｐ

○３

○

安全・安
心で豊か
な学校施
設・設備
の整備推
進

（達成目標）2-8-2
　５年間で環境を考慮した学校施設
（エコスクール）を200校以上整備
する。

4

（施策目標３－１）
　各高等教育機関の個性・特色
の明確化に向けた改革の取組み
などを積極的に支援すること
や、事前･事後の評価の適切な
役割分担と強調を確保すること
等により、大学などにおける教
育研究の質の向上を図る。

○

（達成目標）2-8-1
　公立小中学校施設等の耐震補強や
改築事業について国庫補助を行うこ
と等により、地方公共団体の計画的
な取組みを支援し、公立小中学校施
設等の耐震化を重点的に推進する。

（達成目標）3-1-1
　大学における教育内容･方法等の
改善・充実をり、各大学の個性･特
色を踏まえた人材の育成機能を強化
する。

（政策目標）
　「知識基盤社会」において、我が
国が活力ある発展を続けていくた
めに、高等教育を時代の牽引役と
して社会の負託に十分応えるもの
へと変革する一方、社会の側がこ
れを積極的に支援するという双方
向の関係を構築する 。

大学数が増加

耐震化の進捗
率が例年と比
較して改善

（施策目標２－８）
　児童生徒が安心して学習で
き、教育内容・方法の多様化や
社会のニーズに対応した学校施
設・設備の整備を推進する。



目標
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指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
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政策
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目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

(参考指標)
「現代的教育
ニーズ取組支援
プログラム」選
定件数・申請件
数

Ｐ

(参考指標)
「大学教育の国
際化推進プログ
ラム(長期海外
留学支援)」選
定件数・申請件
数

Ｐ

(参考指標)
「大学教育の国
際化推進プログ
ラム(戦略的国
際連携支援)」
選定件数・申請
件数

Ｐ

(参考指標)
「大学教育の国
際化推進プログ
ラム(海外先進
教育研究実践支
援)」選定件
数・申請件数

Ｐ

(参考指標)
「『魅力ある大
学院教育』イニ
シアティブ」選
定件数・申請件
数

Ｐ

(参考指標)
「資質の高い教
員養成推進プロ
グラム」選定件
数・申請件数

Ｐ

(参考指標)
「地域医療等社
会的ニーズに対
応した医療人教
育支援プログラ
ム」選定件数・
申請件数

Ｐ

(参考指標)
「派遣型高度人
材育成協同プラ
ン」採択件数・
申請件数

Ｐ

(参考指標)
「先導的ＩＴス
ペシャリスト要
請推進プログラ
ム」採択件数・
申請件数

Ｐ



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

○ 1 「法科大学院等
専門職大学院形
成支援プログラ
ム」
・選定専攻数
（延べ数）
・選定件数
・申請件数

Ｐ 申請対象とな
る専攻数（平
成18年度現在
140専攻）に
占める「法科
大学院等専門
職大学院形成
支援プログラ
ム」において
支援を行った
専攻数（選定
専攻数）の割
合が60％以上

○

「21世紀ＣＯＥ
プログラム」
・採択件数及び
・申請件数

Ｐ － －

「21世紀ＣＯＥ
プログラム」
・中間評価にお
いて、当初目的
の達成が可能と
の評価を受けた
拠点数及び割合

Ｐ － －

任期制を導入し
ている大学数及
び全体に占める
割合

Ｐ － －

任期を付して採
用されている教
員数及び全体に
占める割合

Ｐ － －

(参考指標)
「大学教員任期
法」に基づく任
期制を導入して
いる大学数及び
全体に占める割
合

Ｐ

（参考指標）
「大学教員任期
法」に基づき任
期を付して採用
されている教員
数及び全体に占
める割合

Ｐ

（参考指標）
公募により教員
採用を行う大学
数及び全体に占
める割合

Ｐ

－ 9 国立大学法人数 Ｐ － －

国立大学数 Ｐ － －

国立大学におけ
る外部資金比率
の傾向（全法人
の平均値）

Ｐ － －

－ （達成目標）3-1-4
　大学が教育研究をより積極的かつ
効果的に実施できるよう、教員組織
の活性化を図る。

（達成目標）3-1-2
　高度専門職業人の養成を推進する
ため、法科大学院をはじめ、各種の
専門職大学院における教育内容・方
法の開発・充実等を図る。

（達成目標）3-1-3
　国公私立大学を通じた競争的環境
の下で、各大学の個性や特色を活か
した世界的な研究教育拠点を形成
し、国際競争力のある世界最高水準
の大学づくりを推進する。

２
(参考
指標3)

（達成目標）3-1-5
　各大学が個性・特色をより明確に
していけるよう、国公私立大学それ
ぞれにおいて、マネジメント面をは
じめとした自主性・自律性の向上を
図る。

2－



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

学長等の裁量の
予算を設定して
いる法人数

Ｐ － －

学長等の裁量の
定員･人件費を
設定している法
人数

Ｐ － －

公立大学法人数 Ｐ － －

公立大学数（短
期大学を除く）

Ｐ － －

私立学校法改正
及び関係法令の
整備を受けて、
寄附行為の変更
を行った大臣所
轄学校法人数

Ｐ － －

施行日前に設立
された全学校法
人数

Ｐ － －

大学等の設置届
出の件数

Ｐ △

大学等の設置認
可の件数

Ｐ △

大学機関別認証
評価実施数（専
門職大学院）

Ｐ 対前年度比
26％以上増加

○

大学など
における
教育研究
基盤の整
備

Ｐ

○ 3 整備対象別の整
備実績及び整備
目標に対する達
成度合
・教育研究基盤
施設の再生（老
朽再生整備）

Ｐ ○

整備対象別の整
備実績及び整備
目標に対する達
成度合
・教育研究基盤
施設の再生（狭
隘解消整備）

Ｐ ○

（施策目標３－２）
　国立大学等施設を重点的・計
画的に整備し、大学などにおけ
る教育研究基盤の整備を図る。

○

○ 3（達成目標）3-1-6
　各大学の継続的な教育研究の質の
向上に資するよう、事前・事後の評
価の適切な役割分担と協調の確保を
図る。

3-2

全ての整備対
象別の整備実
績が整備目標
に達する

（整備対象別
の整備目標）
・教育研究基
盤施設の再生
（老朽再生整
備）･･･80万
㎡
・教育研究基
盤施設の再生
（狭隘解消整
備）･･･16万
㎡

届出制の導入
で大学設置認
可が弾力化し
たことによる
大学等の参入
や組織改編の
促進状況が促
進される（増
加する）

（達成目標）3-2-1
　第２次国立大学等施設緊急整備５
か年計画に基づき国立大学等の施設
整備を重点的・計画的に行う。



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

整備対象別の整
備実績及び整備
目標に対する達
成度合
・大学付属病院
の再生

Ｐ ・大学付属病
院の再生･･･
12万㎡

○

○ 1 教育研究施設に
おける共同利用
スペース

Ｐ 前年度より増
加

○

○ 1 新たな整備手法
による整備状況
（件数／増加
率）

Ｐ 基準年度（平
成17年度）と
比較し増加

○

3-3 意欲ある
学生への
支援体制
の整備

Ｐ

基準適格申請者
に対する貸与率

Ｐ 前年度と比較
して基準適格
者に対する貸
与率が0.1％
以上改善

○

貸与人員 Ｐ － －

3-4 特色ある
教育研究
を展開す
る私立学
校の振興

Ｃ

○ 4 私立大学等(私
立大学及び私立
高等専門学校）
における経常費
助成予算額

Ｐ 前年度より増
加

○

私立大学等にお
ける経常的経費
に対する経常費
補助の割合

Ｐ ○

私立高校等（私
立小学校、中学
校、高等学校、
中等教育学校、
盲学校、聾学
校、養護学校、
幼稚園）におけ
る経常費助成予
算額

Ｐ ○

（達成目標）3-2-3
　寄付･自己収入による整備など、
国立大学等の自助努力に基づいた新
たな整備手法による整備を推進す
る。

（達成目標）3-3-1
　学生が経済的な面で心配すること
なく、安心して学べるよう、基準適
格申請者に対する貸与率を高めるな
ど日本学生支援機構による奨学金の
充実を図る。

○ 2

○

○

（施策目標３－４）
　私立学校の振興に向け、教育
研究条件を高めるとともに経営
の健全性の維持向上を図る。

（達成目標）3-4-1
　私立大学等における教育又は研究
に係る経常的経費に対する補助金の
割合を高めるため、経常費補助等の
より一層の充実を図る。

（施策目標３－３）
　学生が経済的な面で心配する
ことなく、安心して学べるよ
う、奨学金制度による意欲･能
力のある個人対する支援を一層
推進する。

（達成目標）3-2-2
  全学的視点に立ったスペースの弾
力的･流動的な活用等の施設マネジ
メントを推進する。



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

私立高校等にお
ける経常的経費
に対する経常費
補助の割合

Ｐ ○

△ 1 大学法人の帰属
収入における外
部資金の割合

Ｐ 現状レベルよ
り高まる

△

○ 1 財務情報等の一
般公開を行って
いる文部科学大
臣所轄学校法人
の割合

Ｐ 85％以上 ○

帰属収入で消費
支出を賄えない
文部科学大臣所
轄学校法人の割
合

Ｐ △

大学法人の総負
債比率

Ｐ △

科学技術
の戦略的
重点化

Ｃ

4-1 基礎研究
の推進

Ｃ

－ １ 大学・大学共同
利用機関等にお
ける基礎研究関
連予算額(競争
的資金は含まな
い)

Ｐ 着実な確保 －

○ １ 基礎研究を推進
するための競争
的資金予算額
（科学研究費補
助金及び戦略的
創造研究推進事
業）

Ｐ 前年度より増
加

○

○

△

４ ○

（達成目標）3-4-4
　学校法人に対する経営改善支援の
充実を図ることにより、社会・経済
情勢の変化に伴い、厳しさを増しつ
つある経営環境の中、学校法人が自
ら経営努力を行うことを促す。

（達成目標）4-1-2
　第３期科学技術基本計画の期間中
も、引き続き第２期科学技術基本計
画における倍増目標を目指しつつ、
基礎研究を推進するための競争的資
金（科学研究費補助金及び戦略的創
造研究推進事業）の拡充に努め、競
争的環境の整備に向けた動きを定着
させる。

（達成目標）3-4-2
　経営基盤の強化のため、帰属収入
の多様化を図り、寄付金収入等、外
部資金の導入を促進する。

（達成目標）3-4-3
　学校法人が公共性の高い法人とし
ての説明責任を果たし、関係者の理
解と協力を得るために、財務状況に
関する情報公開を積極的に行う文部
科学大臣所轄学校法人の割合を高め
る。

改善（減少）

（政策目標）
　未来を切り拓く質の高い基礎研
究を推進するとともに、国家的・社
会的課題に対応する研究開発の
重点化した推進と新興領域・融合
領域への先見性、機動性をもった
対応を実現する。

（達成目標）4-1-1
　第３期科学技術基本計画の方針に
沿って、基礎研究について一定の資
源を確保する。

2

（施策目標４－１）
　研究者の自由な発想に基づく
基礎研究を幅広く、着実に、か
つ持続的に推進し、人類の知的
資産の拡充に貢献するととも
に、世界最高水準の研究成果
や、新たなブレークスルーをも
たらす優れた研究成果を生み出
す。



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

－ 0

4-2 ライフサ
イエンス
分野の研
究開発の
重点的推
進

Ｃ

○ 2 ﾘｿｰｽの整備･基
盤ﾃﾞｰﾀの提供実
績（転写開始点
情報）

Ｐ 1,000万 ○

ﾘｿｰｽの整備･基
盤ﾃﾞｰﾀの提供実
績（遺伝子発現
情報）

Ｐ 2,000 ○

○ 2 タンパク質構造
解析数

Ｐ 目標とした解
析数（平成18
年度における
想定基準：
3,085個）に
対する達成し
た解析数の割
合が80％以上

○

ＰＤＢ登録数 Ｐ － －

－ 4 バイオリソース
の系統保存数
（理化学研究所
バイオリソース
センター保有リ
ソース数（累積
数））
・実験動物（マ
ウス）（系統
数）

Ｐ － －

バイオリソース
の系統保存数
（理化学研究所
バイオリソース
センター保有リ
ソース数（累積
数））
・実験植物（シ
ロイヌナズナ）
（株数）

Ｐ － －

（達成目標）4-2-2
　画期的な創薬の実現に資する知見
の蓄積、技術の開発を図る。

（達成目標）4-2-3
　ライフサイエンス研究に必要不可
欠な研究基盤を整備する。

○ （施策目標４－２）
　ライフサイエンス研究を戦略
的・重点的に推進することによ
り、革新的な創薬・医療技術及
び食料や環境問題への対応のた
めの基盤技術を開発し、ゲノム
情報を活用した創薬や個人に
あった医療等を実現し、活力あ
る経済社会の創造に資する。

（達成目標）4-1-3
　優れた研究成果が生み出され活用
されるよう、間接経費の拡充等、競
争的研究資金の制度改革を進める

（達成目標）4-2-1
　生命現象の解明に必要な基礎的知
見の蓄積を図る。



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

バイオリソース
の系統保存数
（理化学研究所
バイオリソース
センター保有リ
ソース数（累積
数））
・遺伝子材料
（動物、微生
物）（株数）

Ｐ － －

バイオリソース
の系統保存数
（理化学研究所
バイオリソース
センター保有リ
ソース数（累積
数））
・細胞材料（動
物、がん等、及
びヒト細胞）
（株数）

Ｐ － －

○ 1 疾患症例数 Ｐ 5.2万件 ○

－ 0

－ 1 分子プローブの
製造法の開発・
実用化数

Ｐ － －

－ 0

4-3 Ｐ

○ 1 スーパーＳＩＮ
ＥＴのノード
（接続拠点）数

Ｐ 対前年度比が
100％以上

○

－ 0

情報通信
分野の研
究開発の
重点的推
進

（施策目標４－３）
　先端的な情報科学技術の研究
開発及び研究開発に関する情報
化を推進する｡

○

（達成目標）4-3-1
　継続的なイノベーションを具現化
するための科学技術の研究開発基盤
を実現する。

（達成目標）4-3-2
　産業の持続的な発展の実現に資す
る革新的ＩＴの実現に向けた研究開
発の推進を図る。

（達成目標）4-2-4
　先端的医療の実現に資する知見の
蓄積、技術の開発を図る。

（達成目標）4-2-5
　社会の安全・安心の確保に必要な
知見の蓄積、人材の養成等を図る。

（達成目標）4-2-7
　国家的・社会的要請の高い脳、ゲ
ノム、免疫・アレルギー研究やバイ
オインフォマティクス研究等の分野
において、基礎的・先導的な研究を
推進。

（達成目標）4-2-6
　生物学、医学等と数学や化学、情
報学等を融合し、新たな医療技術や
診断技術等の実現に資する知見の蓄
積、技術の開発、またそれに必要な
基盤の整備を図る。



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

－ 0

4-4 環境分野
の研究開
発の重点
的推進

Ｃ

ＪＡＸＡが開発
し打ち上げた地
球観測衛星数

Ｐ －

地球観測システ
ム構築推進プラ
ン

・地球温暖化･
炭素循環観測の
研究課題数
・アジア･モン
スーン地域水環
境･気候変動観
測研究課題数
・地球観測に関
する調査研究課
題数
・対流圏大気変
化観測研究課題
数

Ｐ －

南極･ドームふ
じ基地における
第二期氷床深層
掘削計画（H15
～18で氷床
3,035mの氷床コ
アを採取）

Ｐ －

－ 1 人･自然･地球共
生プロジェクト

・温暖化の研究
開発課題数
・水循環変動予
測の研究開発課
題数
・共通基盤技術
開発の研究開発
課題数

Ｐ 概ね順調に進
捗

－

3

（達成目標）4-4-2
　気候変動に関する政府間パネル
（ＩＰＣＣ）第５次評価報告書をは
じめ、地球温暖化対応のための政策
決定に貢献する高精度予測モデルの
開発を行うとともに、シミュレー
ション技術を高度化し、短期から長
期にわたる気候変動予測について、
極端現象を含めて確度の高い予測情
報を創出する。

（達成目標）4-4-1
　人工衛星、ブイ等を活用し大気、
海洋、陸域における観測を行うとと
もに南極域における研究・観測を行
うことで、地球温暖化等の地球規模
の環境変動等の解明を行う。
  更に、地球観測サミットにおいて
承認された「全球地球観測システム
（ＧＥＯＳＳ）10年実施計画」を推
進するため、今後10年間にわたり地
球観測に係る体制強化を図る。

概ね順調に進
捗

○

－

（達成目標）4-3-3
　すべての国民がＩＴの恩恵を実感
できる社会の実現に向けた研究開発
の推進を図る。

（施策目標４－４）
　地球温暖化、水循環、資源循
環、有害化学物質等の地球環境
問題は、我々人類の社会生活と
密接な関連を有し、重大な影響
を及ぼす恐れがあることから、
総合科学技術会議の環境分野推
進戦略や地球観測の推進戦略を
受け、その影響を科学的に解明
し、適切な対応を図るための研
究開発成果を生み出す。



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

○ 1 廃棄物・バイオ
マスの再資源化
の技術開発とし
て行うガス化発
電によるエネル
ギー変換効率：
従来方式比

ＣＭ エネルギー変
換効率：従来
方式比1.7倍

○

4-5 ナノテク
ノロ
ジー・材
料分野の
研究開発
の重点的
推進

Ｃ

プロジェクト関
連支援件数

Ｐ － －

プロジェクト関
連論文･研究発
表数

Ｐ － －

ナノテクノロ
ジー総合シンポ
ジウム参加者数

Ｐ － －

○ 6 ナノテクノロ
ジーを活用した
新しい原理のデ
バイス開発（プ
ロジェクト関連
論文数･研究発
表数）

Ｐ － －

ナノテクノロ
ジーを活用した
人工臓器の開発
（プロジェクト
関連論文数･研
究発表数）

Ｐ － －

超高感度ＮＭＲ
の開発（プロ
ジェクト関連論
文数･研究発表
数）

Ｐ － －

次世代型燃料電
池プロジェクト
（プロジェクト
関連論文数･研
究発表数）

Ｐ － －

（達成目標）4-5-1
　先端的な機能を有する研究機関の
施設･整備を共有化することで研究
環境の整備を図り、イノベーション
の創出を図る。

3－

○ （施策目標４－５）
　ナノテクノロジーに関して、
我が国における産学官の英知を
結集した戦略的な取組みを行う
と共に、物資・材料に関して、
重点的に投資を行うことによ
り、総合的かつ戦略的な研究開
発を進め、世界に先駆け技術革
新につながる成果を創出する。

（達成目標）4-4-3
　「持続型経済社会」の実現に向
け、都市・地域から排出される廃棄
物・バイオマスの無害化処理と再資
源化に関するプロセス技術開発を行
うとともに、その実用化と普及を目
指して、影響・安全性評価及び社会
システム設計に関する研究開発を産
学官の連携・協力を推進する。

（達成目標）4-5-2
　ナノエレクトロニクス領域、なの
バイオテクノロジー領域、材料領域
における実用化･産業化を展望した
研究開発及び融合研究領域における
研究開発を推進し、イノベーション
の創出を図る。



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

極端紫外（ＥＵ
Ｖ）光源開発等
の先進半導体製
造技術（プロ
ジェクト関連論
文数･研究発表
数）

Ｐ － －

分野別バーチャ
ルラボ論文掲載
数

Ｐ 対前年度比約
20％以上増加

○

プロジェクト関
連論文数

Ｐ － －

論文被引用数
（平成14年～18
年合計）

Ｐ － －

論文被引用数ラ
ンキング世界順
位（材料研究分
野、平成14年度
～18年度合計）

Ｐ － －

特許出願数 Ｐ － －

Ｘ線自由電子
レーザー装置の
整備進捗度

Ｐ 概ね順調に進
捗

－

（参考指標）
利用研究課題の
実施額

Ｐ

4-6 原子力分
野の研
究・開
発・利用
の推進

Ｃ

－ 0

○ 3 重粒子線がん治
療の治療患者数

Ｐ 452人 ○

重イオン加速器
施設における共
同実験者数

Ｐ － －

（達成目標）4-6-2
　国民生活の質の向上および産業の
発展のため、量子ビームテクノロ
ジー等について、科学技術・学術分
野から各種産業にいたる幅広い分野
での利活用の促進を図る。

（達成目標）4-5-4
　原子レベルの超微細構造、化学反
応の超高速動態･変化を瞬時に計測･
分析することを可能とする世界最高
性能の研究基盤であるＸ線自由電子
レーザー装置を開発し、施設の共有
を図る。

（達成目標）4-5-3
　物質・材料研究機構において、物
質・材料科学技術に関する基礎研究
及び基盤的研究開発等の業務を総合
的に行い、物質・材料科学技術の水
準の向上を図る。

（達成目標）4-6-1
　エネルギーの長期的安定供給を実
現するため、供給安定性や環境適合
性に優れた原子力の特性を技術的に
高める高速増殖炉サイクル技術につ
いて実用化に向けた技術確立を図る
とともに、核融合技術についても実
用化に向けた研究開発を進める。

（施策目標４－６）
　長期的なエネルギーの安定供
給、原子力を利用する先端科学
技術の発展、国民生活の質の向
上に向けて、原子力の多様な可
能性を最大限引き出す研究開発
成果を得る。

1
(参考
指標1)

4－

－

○



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

中性子の利用に
ついて（JRR-3
の例）
(実際の延べ利
用日数)/(申請
のあった延べ利
用日数)

Ｐ － －

日本原子力研究
開発機構(旧日
本原子力研究所
及び核燃料サイ
クル開発機構）
との連携大学院
制度を取り入れ
ている大学の学
科･専攻数

Ｐ － －

放射線医学総合
研究所との連携
大学院制度を取
り入れている大
学の学科･専攻
数

Ｐ － －

4-7 宇宙・航
空分野の
研究・開
発・利用
の推進

Ｃ

H-ⅡAロケット
の打上げ回数及
び打上げ成功回
数

Ｐ これまでの打
上げ成功率が
80％以上
（初期運用段
階（20機程
度）における
平均的な打上
げ成功率80％
を大きく超え
る打上げ成功
率90％に向け
た目標）

○

M-Vロケット打
上げ回数及び打
上げ成功回数

Ｐ － －

ＪＡＸＡが開発
し打ち上げた衛
星（科学衛星を
除く）

Ｐ （18年度計
画）
・技術支援衛
星Ⅷ型(ETS－
Ⅷ)「きく８
号」の打上
げ･初期機能
確認

○

特許等の出願数
（科学衛星と利
用衛星の合計
値）

Ｐ － －

（施策目標４－７）
　宇宙・航空分野の研究・開
発・利用を積極的に推進するこ
とにより、国民生活の豊かさと
質の向上、人類社会の持続的な
発展への貢献、先端技術開発に
よる産業基盤の強化と経済発
展、人類の知的好奇心の追求、
及び我が国の総合的な安全保障
への貢献を目指す。

（達成目標）4-7-1
　我が国として重要な人工衛星等を
必要な時に独自に打ち上げるために
必要な「自律的な宇宙輸送システ
ム」の確立に向け、基幹輸送系の維
持、多様な輸送手段の確保、更なる
信頼性の向上、及び将来輸送系に必
要な技術基盤の確立を行う。

2

2

2－

○

○ （達成目標）4-7-2
　地球観測、災害監視、測位等の利
用ニーズを踏まえた衛星システムの
開発･運用を行い、宇宙開発の成果
を国民･社会に還元する。

○

（達成目標）4-6-3
　原子力に係る人材の育成・確保、
国際協力の推進、電源立地対策とし
ての財政上の措置などを通じ、原子
力研究開発の基盤整備を図る。



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

ＪＡＸＡが開発
し打ち上げた衛
星

Ｐ （18年度計
画）
第22号科学衛
星「ひので」
(太陽観測衛
星)の打上げ･
初期機能確認

○

特許等の出願数
（科学衛星と利
用衛星の合計
値）

Ｐ － －

成果の外部発表
数（うち査読付
き論文数）

Ｐ ○

シンポジウムの
開催件数

Ｐ ○

施設公開におけ
る動員数

Ｐ ○

タウンミーティ
ング開催件数

Ｐ ○

授業支援校 Ｐ ○

講師派遣件数 Ｐ ○

コズミックカ
レッジ開催件数

Ｐ ○

－ 0

4-8 海洋分野
の研究開
発の推進

Ｃ

アルゴフロート
の投入フロート
数（累計値）

Ｐ － －

海洋観測ブイの
取得データへの
研究者からのア
クセス数

Ｐ － －

アルゴ計画によ
る塩分水温デー
タ取得数

Ｐ － －

アルゴフロート
の取得データへ
の研究者からの
アクセス数

Ｐ － －

（達成目標）4-8-1
　アジア・太平洋域を中心とした地
域で海洋・陸面・大気の観測を通
じ、地球温暖化等の予測モデルの開
発などを行い、気候変動等の地球環
境変動の予測の実現を図る。

（達成目標）4-7-3
　科学衛星を開発･運用し、宇宙天
文学や宇宙探査の分野で学術的に意
義の大きな成果を挙げ、宇宙科学の
分野での世界的な研究拠点となる。

（達成目標）4-7-5
　社会からの要請に応える研究開発
を行うとともに、次世代を切り開く
先進技術を開発することにより、航
空科学技術を我が国の社会基盤を支
える基幹技術とする。

○

○

○

－

2

7

4

国民･社会の
理解を得るた
めの広報･普
及活動を前年
度以上に実施
し、動員数等
も大きく増加

（施策目標４－８）
　地球全表面の７割を占め、多
様な資源・空間を有する海洋に
関する調査研究を行うことで、
気候変動、地殻変動等の地球変
動現象を解明し、国民生活の質
の向上など経済社会への貢献を
目指す。

（達成目標）4-7-4
　宇宙開発の意義やその成果につい
て国民･社会からの理解を更に深め
るとともに、新たな宇宙開発のニー
ズの開拓を行う。



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

○ 1 構造イメージン
グの進捗状況
（モデル対象域
の範囲）

Ｐ 達成年度（平
成20年度）ま
でに、広さ約
600km×
300km、深さ
約30km）

○

－ 1 深海微生物の保
存菌株数(累計
値)

Ｐ － －

－ 0

－ 0

4-9 新興・融
合領域の
研究開発
の推進

Ｃ

－ 0

△ 1 世界を対象とし
たニーズ対応型
地域研究推進事
業実施課題

Ｐ 研究体制を確
立し、想定ど
おりに調査を
開始

△

（達成目標）4-8-2
　海域の地震・火山活動を引き起こ
す地球内部の動的挙動（ダイナミク
ス）について、調査観測等により現
象と過程に関する研究を推進すると
ともに、海底地殻変動による災害の
軽減に資するモデルを開発する。

（達成目標）4-8-3
  海洋の多様な生物・生態系を把握
するとともにその機能等を解明す
る。また、得られた成果を基に産業
応用につながる研究開発等を行い、
社会への還元を目指す。

（達成目標）4-8-4
　海上・海中・海底・地殻内等の多
様な環境下での調査観測機器開発
等、海洋に関する研究開発の進捗の
ために必要な基盤技術を開発する。

（達成目標）4-9-2
　社会のニーズに基づく現代的な課
題に対応した総合的･融合的な地域
研究を振興し、優れた成果を創出す
る。

（施策目標４－９）
　幅広い応用可能性を有する新
たな先端的融合領域や人文・社
会分野における融合的な研究を
積極的に発掘し推進することに
より、わが国の科学技術・学術
の高度化・多様化、ひいては社
会ニーズへの対応と経済社会の
発展を図る。

（達成目標）4-9-1
　テラヘルツ光を利用した医療シス
テム及びその基盤技術を開発すると
ともに、テラヘルツ光高感度検出・
イメージング等の検出技術を研究開
発する。

（達成目標）4-8-5
　水深2500mの海域において、海底
下7,000mの掘削をめざす地球深部探
査船「ちきゅう」を運用し、統合国
際深海掘削計画（IODP)において国
際的に供用することにより、地球環
境変動、地球内部ダイナミクス、海
底地殻内微生物等の地球科学に関す
る研究の促進に寄与する。

△



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

4-10 安全・安
心な社会
の構築に
資する科
学技術の
推進

Ｃ

○ 1 計画どおりに進
捗している研究
課題の割合

Ｐ 80％以上 ○

－ 0

科学技術
システム
改革の推
進

Ｃ

5-1 科学技術
関係人材
の育成・
確保、活
躍の促進

Ｃ

○ 11 若手研究者の自
立的研究環境整
備のための事業
の実施機関数

Ｐ 対前年度比で
増加あるいは
変化なし

○

博士号取得者等
のキャリアパス
多様化のための
事業の実施機関
数

Ｐ 対前年度比で
増加あるいは
変化なし

○

若手研究者の自
立的研究環境整
備のための取組
を行っている
国･公･私立大学
の割合

Ｐ 対前年度比で
増加あるいは
変化なし

○

大学における若
手教員(37歳以
下)が占める割
合

Ｐ － －

国研、独法研究
機関における若
手研究者(37歳
以下）の占める
割合

Ｐ － －

（達成目標）5-1-1
　若手研究者が自立して研究できる
環境の整備を推進するとともに、産
業界等への就業を促進するなど博士
号取得者のキャリアパスの多様化を
促進する。

５ ○

（政策目標）
　世界水準の優れた研究開発成
果を生み出し、その成果を社会へ
還元するための仕組みを構築す
るとともに、そのための基盤の整
備・充実を図る。

（施策目標５－１）
　科学技術創造立国の実現に向
けて、若手研究科や女性科学
者、さらには外国人研究者など
の多様多彩な個々人が意欲と能
力を発揮できる環境を育成する
とともに、初等中等教育段階か
ら研究者等の育成まで一貫した
総合的な人材育成施策を講じ、
人材の質と量を確保する。

○

○

（施策目標４－１０）
　豊かで安心・安全で快適な社
会を実現するための、研究開発
等を行い、これらの成果を社会
に還元する。

（達成目標）4-10-2
　安全・安心に係る課題の解決に向
け、文部科学省の持つ多様な科学技
術的知見の現場における活用を図る
ための基盤となる体制を構築する。

（達成目標）4-10-1
　地震及び火山に関する調査研究
や、災害発生時の被害軽減を目指し
た防災科学技術に関する研究開発を
推進し、自然災害に強い防災科学技
術基盤を確立する。



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

40歳以上のポス
トドクター数

Ｐ － －

ポストドクター
全体に占める40
歳以上のポスト
ドクターの割合

Ｐ － －

特別研究員の数
(博士課程(後
期)学生)

Ｐ － －

企業等における
博士号を取得し
た研究者数(主
に研究に従事す
る者）

Ｐ － －

博士課程の産業
への就職者数

ＣＭ 対前年度比で
増加

○

特別研究員
（PD）採用期間
終了後における
「常勤の研究
職」の割合

Ｐ － －

○ 11 「女性研究者支
援も出る育成事
業」の実施機関
数

Ｐ 対前年度比で
増加あるいは
変化なし

○

女子中高生理系
進路選択支援事
業の実施機関数

Ｐ 対前年度比で
増加あるいは
変化なし

○

女性の活躍促進
のための取組を
行っている国･
高･私立大学の
割合

Ｐ 対前年度比で
増加

○

大学の若手教員
に占める女性教
員の割合

Ｐ － －

理工農系の女性
教員の割合

Ｐ － －

保健系の女性教
員の割合

Ｐ － －

国立大学におい
て女性教員の割
合や採用の数値
目標の設定を
行っている割合

Ｐ － －

公立大学におい
て女性教員の割
合や採用の数値
目標の設定を
行っている割合

Ｐ － －

（達成目標）5-1-2
　女性研究者の活躍を促進するた
め、環境の整備を推進する。



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

私立大学におい
て女性教員の割
合や採用の数値
目標の設定を
行っている割合

Ｐ － －

平成22年度にお
ける女性研究者
の採用割合

ＣＭ － －

我が国における
女性研究者割合

ＣＭ － －

－ 5  「２１世紀Ｃ
ＯＥプログラ
ム」の支援件数
（新規採択件
数）

Ｐ － －

「２１世紀ＣＯ
Ｅプログラム」
の中間評価にお
いて、当初目的
の達成が可能と
の評価を受けた
拠点数及び割合

Ｐ － －

「魅力ある大学
院教育」イニシ
アティブ支援件
数（新規採択件
数）

Ｐ － －

「派遣型高度人
材育成協同プラ
ン」支援件数
（新規採択件
数）

Ｐ － －

「先導的ＩＴス
ペシャリスト育
成推進プログラ
ム」支援件数
（申請数）

Ｐ － －

○ 1 技術士登録者数
（対前年度比）

Ｐ 対前年度比で
増加

○

○ 4 科学技術分野の
コンテストにお
ける応募件数の
SSH(ｽｰﾊﾟｰｻｲｴﾝｽ
ﾊｲｽｸｰﾙ)指定前
と比べた増加率

Ｐ SSH指定前に
比べ増加

○

科学技術分野の
コンテストにお
ける表彰件数の
SSH指定前と比
べた増加率

Ｐ SSH指定前に
比べ増加ある
いは変化なし

○

（達成目標）5-1-4
　技術士登録者数の着実な増加を達
成するとともに、海外の技術者資格
との相互認証に向けた協議を進める
ことにより、技術史資格が欧米の同
種資格と同程度に普及することを目
指す。

（達成目標）5-1-3
　大学院を中心に、各大学の個性・
特色を踏まえた科学技術関係人材の
育成機能の強化を図る。

（達成目標）5-1-5
　学校と科学館、大学等との連携や
外部人材の活用による教育活動や教
員研修の推進などにより理数教育の
充実を図り、子どもの科学技術に対
する興味関心を高めるとともに、先
進的な理数教育や高大接続の取組を
進めることにより、生徒の科学技術
に関する能力を高める。



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

SSHによってど
の能力や姿勢が
身についたと思
いますか、との
問いに対する各
選択項目の選択
率の平均値

ＣＭ 50％以上 ○

サイエンス・
パートナーシッ
プ・プログラム
に関するアン
ケート調査で、
科学技術や理
科・数学に対す
る興味関心が増
加した又はどち
らかといえば増
加したと答えた
児童・生徒の割
合

ＣＭ 50％以上 ○

5-2 科学の発
展と絶え
ざるイノ
ベーショ
ンの創出

Ｃ

競争的資金予算
額（文部科学
省）

Ｐ 第３期科学技
術基本計画中
において増加

○

間接経費（文部
科学省）

Ｐ 期間全体を通
じて、前年度
と比較し増加

○

－ 0

○ 6 文部科学省が
行った申請等資
格制限の件数

Ｐ － －

研究開発評価研
修等への参加者
数

Ｐ ○

研究開発評価研
修への参加者の
満足度

ＣＭ ○

①支援策が実
施され、支援
策の満足度が
70％以上、か
つ、②複数の
指標実績が前
年度と同程度
以上

（達成目標）5-2-3
　研究費配分における無駄の徹底排
除及び研究費の不正使用等への対処
により研究費を有効活用するととも
に、評価システムの改革を進め研究
開発の効果的・効率的推進を図る。

（施策目標５－２）
　科学技術に関する資源を効果
的に機能させ、科学の発展に
よって知的･文化的価値を創出
するとともに、研究開発の成果
をイノベーションを通じて社会
的価値として発現させる努力を
強化し、社会･国民に成果を還
元する。

2（達成目標）5-2-1
　競争的環境を醸成することにより
研究活動を活性化させるため、文部
科学省における競争的資金及び間接
経費の拡充を図る。

（達成目標）5-2-2
　総合科学技術会議等の方針を踏ま
えながら、競争的資金において公正
で透明性の高い評価の確立を図ると
ともに、評価に必要な体制を整え
る。

○

○



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

研究開発評価
ワークショップ
への参加者の満
足度

ＣＭ ○

研究開発評価シ
ンポジウムへの
参加者の満足度

ＣＭ ○

評価活動の実態
を把握するため
に行ったヒアリ
ングの機関数

Ｐ ○

国立大学におけ
る特許取得件数
（年間当たり）

Ｐ 想定基準に対
し80％以上
(18年度想定
基準は826件)

○

国立大学におけ
る出願件数

Ｐ － －

大学等研究成果
に基づく特許の
実施回数

Ｐ － －

○ 1 大学等研究成果
に基づく特許の
実施回数

Ｐ 想定基準に対
し80％以上
(18年度想定
基準は674件)

○

○ 1 知的クラスター
創成事業実施拠
点数

Ｐ 知的クラス
ター創成事業
実施拠点の中
で、技術的評
価、地域の取
り組み・主体
性、事業推進
体制、論文発
表数等が優れ
た知的クラス
ター（専門家
による評価結
果が、おおむ
ねＡ以上のも
の）が８拠点
以上育成

○

○ 1 都市エリア産学
官連携促進事業
実施拠点数

Ｐ 都市エリア産
学官連携促進
事業実施地域
のうち、目標
達成度、事業
成果、事業計
画、地域の取
り組み、論文
発表数等が優
れたエリア
（専門家によ
る評価結果
が、おおむね
Ａ以上のも
の）が４割以
上育成

○

○

（達成目標）5-2-5
　大学発特許実施件数（大学の機関
帰属）を5年後に1,000件に増加させ
る。

（達成目標）5-2-7
　平成22年度までに、小規模でも地
域の特色を活かした強みを持つクラ
スターを各都道府県に1～2箇所程度
育成し、新技術シーズの創出や産学
官連携基盤の構築を通じた我が国の
科学技術の高度化･多様化やイノ
ベーション・システムのイノベー
ション・システムの競争力強化を図
る。

（達成目標）5-2-4
　大学発特許件数を10年間で15倍に
増加させる。

（達成目標）5-2-6
　平成22年度までに、世界レベルの
地域クラスターを10拠点程度育成す
ることのより、国際競争力のある地
域イノベーション・システムの構築
を通じた我が国の科学技術の高度
化･多様化やイノベーション・シス
テムの競争力強化を図る。

3



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

○ 1 都道府県、政令
指定都市におけ
る科学技術大綱
等の策定数

Ｐ 策定割合が
80％以上

○

5-3 科学技術
振興のた
めの基盤
の整備

Ｃ

○ 11

全体計画目標
値（目標年
度）

国立大学、独立
行政法人等の研
究機関において
保存されている
微生物数

Ｐ 60万(2010
年）

○

国立大学、独立
行政法人等の研
究機関において
保存されている
動物細胞数

Ｐ 3万(2010年) ○

国立大学、独立
行政法人等の研
究機関において
保存されている
動物（マウス系
統）数

Ｐ 4000(2010年) ○

国立大学、独立
行政法人等の研
究機関において
保存されている
作物遺伝資源数

Ｐ 60万(2010年) ○

国立大学、独立
行政法人等の研
究機関において
保存されている
シロイヌナズナ
数

Ｐ 9万(2010年) ○

計量標準（種） Ｐ 250種(2010
年)

○

標準物質（種） Ｐ 250種(2010
年)

○

平成18年度の目標値は、
全体計画目標値（目標年
度2010年）の55.6%であ
る。
（タンパク3000プロジェ
クト(H14～H18)による
PDB登録数を除く）

（以下の各指標の目標値
に関する共通事項）

（達成目標）5-2-8
　平成22年度までに、全ての都道府
県、政令指定都市が独自の科学技術
政策大綱等を策定し、かつ、経済情
勢等に応じ、適時適切に当該大綱の
見直しをするように促すことで地方
公共団体による、より自主的、主体
的な科学技術活動の展開を実現す
る。

○ （施策目標５－３）
　独創的・先端的な研究開発を
進めるため、施設整備はもとよ
り、知的基盤（①研究用材料、
②計量標準、③計測方法・機器
等、④データベース）、研究情
報基盤などの研究開発基盤の整
備を図る。

（達成目標）5-3-1
　2010年を目途に、知的基盤整備計
画（科学技術・学術審議会阿部前会
長より遠山大臣に平成13年８月30日
に答申）に記載された重点的に整備
する知的基盤（①研究用材料（微生
物等の生物遺伝資源等）、②計量標
準、③計測方法・機器等、④データ
ベース）の整備について、指標に示
されているような整備目標を達成す
る。



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

ライフサイエン
ス分野の計測方
法・機器の国内
市場のシェア

Ｐ 国内企業の国
内市場のシェ
アを50％以上
(2010年)

○

ＤＤＢＪ（日本
DNAデータベー
ス）に１年間に
登録された塩基
配列データ数

Ｐ 6,000Mbps(20
10年)

○

タンパク3000プ
ロジェクトによ
るPDB登録数

Ｐ 3,000種以上
(平成18年)

○

材料物性データ
ベースのデータ
数

Ｐ 180万データ
(2010年）

○

大型放射光施設
(SPring-8)の産
業利用率

Ｐ ○

地球シミュレー
タの産業利用率

Ｐ ○

5-4 科学技術
関係の国
際活動の
戦略的推
進

Ｃ

研究者受入数 Ｐ ○

外国人宿舎の数 Ｐ ○

科学技術協力協
定締結国数

Ｐ ○

（参考指標）
外国人特別研究
員制度（による
受入人数

Ｐ

○ アジアの研究者
受入数

Ｐ ○

アジアへの研究
者派遣数

Ｐ ○

日本学術振興会
とアジア諸国に
おける研究機関
との覚書締結数

Ｐ ○

科学技術振興機
構とアジア諸国
における研究機
関との覚書締結
数

Ｐ ○

アジア諸国との
科学技術協力協
定締結数

Ｐ ○

すべての施設
の産業利用が
基準年度(平
成16年度)の
1.5倍以上

○

○

○

（施策目標５－４）
　研究環境の国際化や人的ネッ
トワークの拡大により、研究者
の往来を増加させるとともに、
持続的な国際共同研究体制の構
築や人的ネットワークの拡大に
より、国際共同研究、研究成果
の拡大を図る。

（達成目標）5-4-2
　近年発展著しいアジア諸国を始め
二国間での国際共同研究を通じ、一
時的な協力関係に留まらない持続的
な関係の構築を促進する。

6
(参考
指標3)

（達成目標）5-4-1
　世界での人材獲得競争の激化等に
対応し国内の研究環境の国際化を推
進するとともに、外国人研究者等の
受入れのための制度や環境を整備す
る。

（達成目標）5-3-2
　先端研究施設の幅広い活用（共
用）により優れた研究開発の創出を
促すため、代表的な先端研究施設に
おいて、基準年度より高い産業利用
率を確保する。

3
(参考
指標1)

2

各指標のうち
半数以上が平
成14年度から
増加傾向にあ
る

各指標のうち
2つ以上が平
成14年度から
増加傾向にあ
る



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

アジアとの大学
等交流協定締結
数

Ｐ ○

（参考指標）
アジアにおける
大学拠点数

Ｐ

（参考指標）
アジア諸国との
科学技術協力協
定に基づく合同
委員会の開催数

Ｐ

（参考指標）
科学技術に関す
るアジア諸国の
要人の表敬訪問
数

Ｐ

○ 研究者受人数 Ｐ ○

研究者派遣数 Ｐ ○

日本学術振興会
と外国研究機関
間で締結された
覚書数

Ｐ ○

科学技術振興機
構と外国研究機
関間で締結され
た覚書数

Ｐ ○

科学技術協力協
定締結数

Ｐ ○

大学等交流協定
締結数

Ｐ ○

HFSP（ヒューマ
ン･フロンティ
ア･サイエンス･
プログラム）運
営支援国数

Ｐ ○

（参考指標）
大学における海
外拠点設置数

Ｐ

（参考指標）
科学技術に関す
る要人の表敬訪
問数

Ｐ

社会・国
民に支持
される科
学技術の
推進

Ｃ

7
(参考
指標2)

（政策目標）
　科学技術が及ぼす倫理的・法
的・社会的課題への取組や科学
技術の国民意識の醸成に向けた
取組により、科学技術に対する社
会・国民の支持や信頼の獲得を
図る。

６ ○

（達成目標）5-4-3
　大学･研究機関間、研究助成機関
間等の多層的なｋ額技術交流を支援
し、人的ネットワークの拡大を図
る。

各指標のうち
半数以上が平
成14年度から
増加傾向にあ
る



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

6-1 Ｃ

0
(参考
指標5)

（参考指標）
ＥＳ細胞樹立計
画の(新規)の審
査件数

Ｐ

（参考指標）
ＥＳ細胞使用計
画の(新規)の審
査件数

Ｐ

（参考指標）
ＥＳ細胞樹立計
画の(変更)の審
査件数

Ｐ

（参考指標）
ＥＳ細胞使用計
画の(変更)の審
査件数

Ｐ

（参考指標）
ＥＳ指針への違
反件数

ＣＭ

－ 1 多領域専門家パ
ネル会議、タス
クフォース参画
延べ人数

Ｐ － －

6-2 科学技術
に関する
国民意識
の醸成

Ｃ

サイエンスチャ
ンネル(科学技
術番組)に関す
るモニター調査
における「知
識･教養」と
「実用性」、
「平明性」に関
する５段階評価
の平均値

ＣＭ ３以上 ○

日本科学未来館
の入館者数（平
成13年７月開
館）

Ｐ 対前年度比で
増加

○

国立科学博物館
の入館者数

Ｐ 対前年度比で
増加

○

科学技術
が及ぼす
倫理的・
法的・社
会的課題
への責任
ある取組
の推進

○

－

－

○ （達成目標）6-2-1
　科学技術理解増進活動に携わる機
関・者が、わかりやすく親しみやす
い形で科学技術を伝える活動を進め
ることにより、国民の科学技術に対
する関心と理解を深める。

3

（施策目標６－２）
　科学技術の社会的信頼を獲得
するために、成人の科学技術に
関する基礎的素養(科学技術リ
テラシー）を高める活動を推進
する。また、幼少期から高齢者
まで広く国民を対象として、科
学技術に触れ、体験･学習でき
る機会の充実を図る。

（達成目標）6-1-1
　研究の発展･動向を踏まえ、生命
倫理に関する法令･指針に基づいた
規制を適切に実施する。

（施策目標６－１）
　科学技術の社会的信頼を獲得
するためするために、生命倫理
問題やナノテクノロジーの社会
的影響等、科学技術が及ぼす倫
理的･法的･社会的課題への対応
を強化する。

（達成目標）6-1-2
　ナノテクノロジーの社会的影響に
関する検討や研究を総合的・戦略的
に推進することにより、科学的基盤
を構築する。



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

6-3 原子力の
安全及び
平和利用
の確保

Ｃ

原子力災害の発
生件数

ＣＭ ○

一般公衆の放射
線障害の発生件
数

ＣＭ ○

(参考指標)
原子炉等規制法
に基づく事故報
告件数

Ｐ

(参考指標)
放射線障害防止
法に基づく事故
故障等報告件数

Ｐ

核燃料物質に係
る防護を破る盗
取件数

ＣＭ ○

核燃料物質に係
る防護を破る妨
害破壊行為件数

ＣＭ ○

放射性同位元素
に係る防護を破
る盗取件数

ＣＭ ○

放射性同位元素
に係る防護を破
る妨害破壊行為
件数

ＣＭ ○

核物質が核兵器
等へ転用されて
いないことが確
認できず、疑義
が発生した件数

ＣＭ ０件 ○

(参考指標）
査察業務量（人
日/年）

Ｐ

ホームページへ
のアクセス件数

Ｐ 前年度と同程
度以上を維持

○

(参考指標)
プレス発表件数
(法令報告を除
く）

Ｐ

（達成目標）6-3-3
　国内の核物質が、核兵器やその他
の核爆発装置に転用されていないこ
とを検認する。

○ （施策目標６－３）
　原子力の研究開発利用活動に
よる災害及び放射線による障害
を防止し、公共の安全を確保す
るため安全規制を行うととも
に、核物質の適正な計量と管理
を行うことにより、その平和利
用を確保する。
　国民の信頼を得るために安全
規制活動の透明性を確保する。

○

1
(参考
指標1)

4

1
(参考
指標1)

2
(参考
指標2)

○ （達成目標）6-3-1
　試験研究用原子炉、核燃料物質、
放射性同位元素等に係る災害及び放
射線障害の発生を防止する。

○

○

（達成目標）6-3-4
　情報公開を通じ、透明性を確保す
るとともに、説明責任を果たし、国
民の理解を得る。

（達成目標）6-3-2
　核燃料物質、放射性同位元素等を
防護する。

核燃料物質、
放射性同位元
素に係る防護
を破る盗取、
妨害破壊行為
が発生した件
数の合計件数
が０件

原子力災害及
び一般公衆の
放射線障害の
発生が０件



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

スポーツ
の振興

Ｃ

7-1 生涯ス
ポーツ社
会の実現

Ｃ 1 成人の週１回以
上運動･スポー
ツ実施率

ＣＭ 実施率38.5％
（前回調査
値）以上

○

総合型地域ス
ポーツクラブが
育成されている
市区村の割合

Ｐ 40.0％以上 ○

（参考指標）
総合型地域ス
ポーツクラブ数
（育成中含む）

Ｐ

（参考指標）
総合型地域ス
ポーツクラブを
育成している市
区町村数

Ｐ

(参考指標)
広域スポーツセ
ンターが育成さ
れている都道府
県数

Ｐ

全国スポーツ・
レクリエーショ
ン祭への参加者
数（選手・監
督）

Ｐ 14,894人（過
去平均）以上

○

県外参加者アン
ケート結果
（「とても楽し
かった」「まあ
まあ楽しかっ
た」の割合）；
特別行事

ＣＭ ○

県外参加者アン
ケート結果
（「とても楽し
かった」「まあ
まあ楽しかっ
た」の割合）；
種目別大会

ＣＭ ○

－ 0
(参考
指標2)

(参考指標)
体育指導委員数

Ｐ

７ ○

(施策目標７－１)
　国民の誰もが、それぞれの体
力や年齢、技術、興味・目的に
応じて、いつでも、どこでも、
いつまでもスポーツに親しむこ
とができる生涯スポーツ社会を
実現する。

（達成目標）7-1-1
　国民の誰もが生涯にわたりスポー
ツに親しむことができる環境を整備
する。

○

（政策目標）
　生涯スポーツ社会の実現に向け
て地域におけるスポーツ環境を確
保するとともに、わが国の国際競
技力を向上させ、子どもから大人
まで心身ともに健全な社会を実現
する。

1
(参考
指標3)

（達成目標）7-1-3
　質・量ともに国民のニーズに対応
できるスポーツ指導者の養成・確保
を推進する。

3（達成目標）7-1-2
　国民のスポーツに親しむ機会を提
供することにより、スポーツ参加へ
の意欲を醸成する。

○

○

「とても楽し
かった」「ま
あまあ楽し
かった」と回
答した者の割
合（特別行事
と種目別行事
の平均値）が
70％以上



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

(参考指標)
スポーツリー
ダーバンク設置
都道府県数

Ｐ

7-2 我が国の
国際競技
力の向上

Ｃ 1 オリンピック大
会(冬季大会を
含む)における
日本選手団のメ
ダル獲得率

ＣＭ 平成22年まで
にオリンピッ
ク競技大会に
おけるメダル
獲得率3.5％

（スポーツ振
興基本計画
(平成12年9
月）におい
て、平成22年
までにメダル
獲得率を
1.7％から
3.5％とする
ことを目標と
したことに鑑
み、平成18年
度（アテネ大
会・トリノ大
会）における
メダル獲得率
の想定は3.0%
程度）

○

○ 1 競技者育成プロ
グラム作成済競
技団体数

Ｐ オリンピック
競技34競技団
体すべてにお
いて競技者育
成プログラム
を作成

○

－ 0

専任コーチ配置
競技団体数

Ｐ 専任コーチ設
置団体数が平
成14年度より
多い(27団体
以上)

○

専任コーチを複
数配置した競技
団体数

Ｐ － －

専任コーチ数 Ｐ － －

（施策目標７－２）
　平成22年までにオリンピック
競技大会におけるメダル獲得率
3.5％を実現する。

（達成目標）7-2-1
　競技者育成プログラムに基づいた
一貫指導を実施するための体制の整
備を推進する。

3

（達成目標）7-2-2
　平成20年までにハード・ソフト両
面において充実した機能を有するナ
ショナルレベルの本格的なトレーニ
ング拠点を整備する。

（達成目標）7-2-3
　専門的な技術指導を行う専任コー
チを競技団体に配置し、配置に当
たってはメダル獲得の期待の高い競
技に重点を置く。

○

○



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

○ 1 公認コーチ、ア
スレチックト
レーナー、ス
ポーツドクター
資格登録者数

ＣＭ 基準年度(14
年度15,336
人)から3,333
人増加

○

○ 1 ＪＩＳＳ（国立
スポーツ科学セ
ンター）が行っ
ているＴＳＣ
（トータルス
ポーツクリニッ
ク）事業の対象
競技団体数及び
ＪＩＳＳと連携
し、医･科学研
究事業を行って
いる競技団体数

Ｐ ＪＩＳＳが実
施しているＴ
ＳＣ事業の対
象競技団体数
及び医･科学
研究事業と連
携している競
技団体数の合
計が、オリン
ピック競技対
象団体の８割
（28団体）以
上

○

○ 1 補助事業等によ
る合宿実施回数

Ｐ 平成14年度
(基準年度)よ
り多い(270回
以上）

○

7-3 学校体育
の充実

Ｃ

学校体育指導者
中央講習会の受
講者アンケート
における有意義
回答率（有意義
であると回答す
る割合）

ＣＭ 95％以上 ○

（参考指標）
学校体育指導者
中央講習会の受
講者数、受講定
員及び受講定員
に占める受講者
数の割合

Ｐ

（参考指標）
学校の体育の授
業が好きと答え
た割合（小学
生）

ＣＭ

（参考指標）
学校の体育の授
業が好きと答え
た割合（中学
生）

ＣＭ

（達成目標）7-2-6
　トップレベルの選手に対し、国内
外での強化合宿を実施する。

1
(参考
指標3)

（達成目標）7-2-5
　国立スポーツ科学センターと関係
機関との連携・協力体制を強化す
し、スポーツ科学・医学・情報に関
する研究成果の活用を図る。

（達成目標）7-2-4
　平成20年度までに、競技者各人の
特性に応じた専門的な技術指導を行
うことができる指導者（コーチ、ス
ポーツドクター、アスレティックト
レーナー）を新たに５千人養成する
とともに、高度な専門的能力を有す
る指導者を養成・確保するための研
修制度（ナショナルコーチアカデ
ミー）を確立する。

（達成目標）7-3-1
　学校における体育の授業の質の向
上を図るため、学校体育担当教員に
対する指導力向上のための研修を推
進する。

○ （施策目標７－３）
　児童生徒の健やかな心と体を
はぐくみ、生涯にわたってス
ポーツに親しむ資質能力を育て
るため、学校体育の充実を図
る。

○



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

中学生の運動部
活動への参加率

ＣＭ 前年度より増
加もしくは現
状維持

○

高校生の運動部
活動への参加率

ＣＭ 前年度より増
加

○

（参考指標）
中学校における
複数校合同運動
部数

Ｐ

中学校の運動部
活動に対する外
部指導者の活用
状況(人）

Ｐ 前年度より増
加

○

公立中･高等学
校の体育の授業
や運動部活動に
対する地域のス
ポーツ指導者の
活用状況(人)

Ｐ － －

学校プールの整
備率

ＣＭ ○

学校の武道場の
整備率

ＣＭ ○

文化によ
る心豊か
な社会の
実現

Ｃ

8-1 芸術文化
活動の振
興

Ｃ

○ 2
(参考
指標4)

直接的な牽引力
となることが期
待され、支援を
受ける芸術団体
の公演数及び団
体数

Ｐ 支援を受ける
芸術団体数が
91（過去５年
間の平均）以
上

○

我が国の芸術拠
点の形成につな
がるとして支援
を受けた公立文
化施設や劇場、
博物館･美術館
数

Ｐ 55（過去４年
間の平均）以
上

○

（達成目標）7-3-2
　複数の学校でチームを編成する複
数校合同運動部活動など他の学校や
地域との連携等、中学校や高等学校
において、運動部活動を活性化する
取り組みを推進する。

（達成目標）8-1-1
　優れた芸術創造活動への支援を継
続し、芸術創造活動を活性化させ
る。

2

（政策目標）
　優れた芸術文化の振興を図ると
ともに、我が国固有の伝統文化を
継承・発展させることにより、文化
による心豊かな社会を実現する。

2
(参考
指標1)

2（達成目標）7-3-4
　学校体育を充実させる基盤とし
て、学校プールや武道場など学校体
育施設の整備を推進する。

○ （施策目標８－１）
　優れた文化芸術への支援、新
進芸術家の人材育成、子どもの
文化芸術普及活動の推進等を通
じて、我が国の芸術文化活動水
準の向上を図るとともに、国民
全体が、芸術文化活動に参加で
きる環境を整備する。

（達成目標）7-3-3
　地域のスポーツ指導者を体育の授
業や運動部活動に積極的に活用する
取組を推進する。

○

８ ○

○

○ 過去５年間の
整備率の推移
が増加



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

（参考指標）
文化芸術活動の
観賞と文化活動
の重要性につい
て「非常に大切
だ」「ある程度
大切だ」と回答
した者の割合の
合計

Ｐ

（参考指標）
ホール等での文
化芸術の直接観
賞経験について
「観賞したこと
がある」と答え
た者の割合

Ｐ

（参考指標）
音楽家･舞台芸
術化の人数

Ｐ

（参考指標）
以下の活動を1
年間に1回以上
行った人の割合
・映画（テレビ
は除く）
・観劇（テレビ
は除く）
・演劇鑑賞（テ
レビは除く）
・音楽会、コン
サートなど

Ｐ

○ 3 新進芸術家海外
留学制度におけ
る派遣者数（単
年度･平成11年
度からの累積）

Ｐ ○

新進芸術家国内
研修制度におけ
る派遣者数（単
年度･平成11年
度からの累積）

Ｐ ○

芸術団体人材育
成支援事業にお
ける支援団体数
（単年度･平成
11年度からの累
積）

Ｐ 75団体（過去
５年間の平
均）以上

○

○ 3
(参考
指標3)

子どもが芸術文
化に触れる機会
を確保した公立
文化施設の数
（単年度･平成
11年度からの累
積）

Ｐ ○

子どもが芸術文
化に触れる機会
を確保した学校
の数（単年度･
平成11年度から
の累積）

Ｐ ○

派遣者数（海
外留学･国内
研修の合計）
が224人（過
去５年間の平
均）以上

（達成目標）8-1-2
　新進芸術家の海外への留学や国内
での研修、芸術団体の行う人材育成
等を支援することにより、次代を担
う芸術家の着実な育成を図る。

子どもが芸術
文化に触れる
機会を確保し
た学校及び公
立文化施設数
の合計が628
以上
（基準値（過
去4年間の平
均）100％以
上）

（達成目標）8-1-3
　子どものための学校等における芸
術文化に触れる機会を提供すること
によって豊かな心や感性を育むとと
もに地域文化の活性化に資する。



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

「文化芸術によ
る創造のまち」
支援事業におい
て支援した地域
数（単年度･平
成15年度からの
累積）

Ｐ 77以上
（基準値（過
去3年間の平
均）100％以
上）

○

（参考指標）
我が国の芸術拠
点の形成につな
がるとして支援
を受けた公立文
化施設や劇場、
博物館･美術館
数

Ｐ

（参考指標）
子どもたちが参
加･体験できる
文化事業を行う
べきと回答した
者の割合

Ｐ

（参考指標）
舞台芸術観賞教
室の実施率（小
学校･中学校･高
校）

Ｐ

8-2 文化財の
次世代へ
の継承・
発展

Ｃ

文化財の指定、
選定及び登録の
件数（累積総
数）

Ｐ ○

近代の分野の割
合

Ｐ ○

史跡等の公有化
面積

Ｐ ○

史跡等の公有地
の割合

Ｐ ○

○ 1 文化遺産オンラ
インへの画像提
供及びリンク参
加館数

Ｐ 600館以上 ○

○ 2 公開承認施設の
うち、文化財の
保存・活用に関
する研修会の修
了者が1名以上
いる割合

Ｐ 伸び率が10ポ
イント以上

○

公有地化の割
合が55％以上

2 文化財の指
定、選定及び
登録の件数の
うち、近代の
分野の割合が
増加

2

（達成目標）8-2-4
　専門的機関やＮＰＯなどとの適切
な連携協力の促進、文化財に携る人
材の確保と資質の向上、文化財保護
に関する国民への普及活動等を通じ
て、文化財の保護継承・活用のため
の基盤を整備する。

○ （施策目標８－２）
　貴重な国民的財産である文化
財を適切に保存し、次世代へ継
承するとともに、積極的な公
開・活用を通じて、広く国民が
文化財に親しみ、その価値への
理解を深めるようにする。

（達成目標）8-2-3
　文化財の特質やその適切な保存に
配慮しつつ、多様な手法を用いて国
民にわかりやすい形でその公開･活
用を促進する。

○ （達成目標）8-2-2
　文化財の種別や特性に応じて、計
画的に修復その他の保存に必要な措
置を実施することにより、適切な状
況で文化財を保存･継承する

○ （達成目標）8-2-1
　保存が必要な文化財の状況を適切
に把握し、その結果に基づいて、文
化財のうち重要なものの指定等を積
極的に行う。



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

受講者アンケー
トで、受講して
大変参考になっ
た･参考になっ
たと回答した人
の割合

ＣＭ 70％以上 ○

8-3 文化振興
のための
基盤整備

Ｃ

○ 1 国立新美術館の
建設工事の進捗
状況

Ｐ 予定どおりに
進捗
(平成18年５
月末建物竣
工)

○

○ 1 情報提供システ
ムへのアクセス
数（文化庁ホー
ムページアクセ
ス数（月平
均））

Ｐ 対前年度比
10%以上増加

○

国語問題研究協
議会（延べ参加
者数・参加都道
府県の割合）

Ｐ 延べ参加者数
400人（1会場
200人）以上

○

「言葉」につい
て考える体験事
業（未開催都道
府県数・参加者
の満足度）

ＣＭ 満足度80％以
上

○

「ことば」
フォーラムの参
加者の満足度

ＣＭ 満足度80％以
上

○

日本語教育研究
協議会（参加者
数（東京））

Ｐ 前年度より増
加

○

日本語教育研究
協議会（満足
度）

ＣＭ 「参考になっ
た」と回答し
た人の割合が
70％以上

○

○ 5 著作権の普及・
啓発を図るため
の講習会等（開
催箇所数･受講
者数）

Ｐ 開催箇所14箇
所以上、受講
者3,200名以
上

○

著作権講習会受
講者の理解度
(受講者アン
ケートで理解が
深まったと回答
した率)

ＣＭ 80％以上 ○

（達成目標）8-3-5
　著作権に関する講習会等の開催や
マンガ教材の学校への配布等を通じ
て、著作権制度の普及・啓発を図る
とともにアジア諸国における海賊版
対策を実施することにより、わが国
の著作物を適切に保護する。

（達成目標）8-3-1
　平成18年度までに、国立新美術館
の整備を行う。

（達成目標）8-3-2
  文化庁ホームページを含めた文化
情報総合システムの情報内容の充実
と文化に関する情報提供の充実を図
る。

○ （施策目標８－３）
　高度化、多様化しつつある国
民の文化への関心の高まりに応
えるため、文化に関する総合的
な情報システムの情報内容の充
実と情報提供の充実を図る。ま
た、文化活動を支える基盤とし
て、国語の普及啓発や日本語教
育の充実を図るとともに、著作
権の適切の保護と公正な利用を
図り、著作権制度の普及・啓発
を行う。

○ （達成目標）8-3-3
  国語に関する協議会、「言葉」に
ついて考える体験事業等を通じて、
国民に対する国語の普及・啓発を図
る。

3

○ （達成目標）8-3-4
  年々増加する外国人に対する日本
語教育の充実を図る。

2



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

「中学生向けマ
ンガ」の配布数

Ｐ 全国の中学3
年生の数

○

海賊版対策セミ
ナー実施回数

Ｐ 12回 ○

海外向け著作権
教材の配布状況

Ｐ ２カ国での作
成･配布

○

8-4 Ｃ

文化交流使の指
名者数･派遣国
数（総数・主要
国数）

Ｐ 指名者数が15
名以上で、主
要国すべてに
派遣した上、
主要国以外３
カ国以上に派
遣

○

我が国の芸術団
体による海外公
演数及び海外の
芸術団体と我が
国の芸術団体と
の共同制作公演
数

Ｐ 前年度より増
加

○

緊急的文化遺産
国際事業への支
援（派遣･招へ
い者数）

Ｐ 15人以上 ○

国際シンポジウ
ムの開催（参加
人数）

Ｐ 300人以上 ○

文化財国際協力
コンソーシアム
支援（参加機関
数）

Ｐ 120機関以上 ○

豊かな国
際社会の
構築に資
する国際
交流・協
力の推進

Ｃ

国際文化
交流の推
進による
芸術文化
水準の向
上、文化
を通じた
国際貢
献、諸外
国との相
互理解の
推進

９ ○

（政策目標９）
　人づくりなどに資する国際交流・
協力の推進を通じて豊かな国際
社会の構築の一翼を担う。

3○ （達成目標）8-4-2
　我が国の文化遺産保存修復の高度
な知識･技術･経験を活用し、武力紛
争、自然災害により損傷し、衰退
し、消滅し、破壊された人類共通の
財産である海外の文化遺産保護に協
力し、我が国の迅速で柔軟な国際貢
献を推進し、有形･無形の文化遺産
に対する国際協力を通じて、和賀国
の専門家の活躍の場を広げ、その知
識･技術の向上、経験の蓄積に資す
る。

○ （達成目標）8-4-1
　我が国の芸術家や芸術団体による
海外公演や、海外の芸術団体と我が
国の芸術団体とが共同制作公演など
を行うことにより、文化芸術振興及
び国際文化交流を推進する。

2

○ （施策目標８－４）
　文化芸術振興、文化財保護に
おける国際文化交流の取組を推
進することにより、我が国の文
化芸術活動の水準を向上し、文
化を通じて国際社会に貢献し、
諸外国との相互理解の増進を図
る。



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

9-1 日本人の
心の見え
る国際教
育協力の
推進

Ｃ

目標数に対する
教育経験･協力
経験の整理･蓄
積等成果の電子
アーカイブスへ
の新規登録数の
割合（新規登録
数／目標数）

Ｐ 100％以上
（目標数
132）

○

セミナー参加者
によるアンケー
ト回答のうち、
「役に立っ
た」、「参考に
なった」と回答
した数の割合
（「役に立っ
た」等のいう回
答数／アンケー
ト回答者数）

ＣＭ 100％以上
（※全回答が
「役に立っ
た」以上で
あった場合を
120％とす
る）

○

総受託者数に対
する活用された
知見の数の割合
（活用数／総
数）

Ｐ 100％以上 ○

○ 5 目標人数に対す
る派遣前研修へ
の参加者数の割
合（参加者数／
目標人数）

Ｐ 100％以上
（目標人数87
人）

○

目標人数に対す
る帰国報告会へ
の参加者数の割
合（参加者数／
目標人数）

Ｐ 100％以上
（目標人数
200人）

○

総受託者数に対
する活用された
知見の数の割合
（活用数／総
数）

Ｐ 100％以上 ○

目標人数に対す
る現職職員の青
年海外協力隊
「特別参加制
度」への参加者
数の割合（参加
者数／目標人
数）

Ｐ 100％以上
（目標人数
100人）

○

（達成目標）9-1-2
　青年海外協力隊をはじめとする国
際協力事業への現職教員の参加体制
を整備・強化する。

○ （施策目標９－１）
　開発途上国の貧困削減を進め
るための最重要分野のひとつで
ある教育分野に対して、国際教
育協力懇談会（文部科学大臣の
私的懇談会）における議論を踏
まえつつ、我が国の経験と人材
を活かした効果的な国際教育協
力を実現させる。また、協力に
携わった現職教員がコミュニ
ケーション、異文化理解能力を
身につけ、国際化のための素養
を児童・生徒に波及的に広める
ことによって、我が国の「内な
る国際化」を推進する。

○ （達成目標）9-1-1
　我が国の経験と人材を活かした効
果的な国際教育協力を実現するとと
もに、我が国の開発援助関係者や教
育関係者、広く一般の国民の間に、
教育協力の重要性についての理解と
関心を高める。

3



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

帰国報告等参加
者によるアン
ケート回答のう
ち、「非常に役
に立った」を４
とする４段階評
価で３及び４の
評価回答数の割
合（３,４の回
答数／総回答
数）

ＣＭ 100％以上
（※全回答が
「役に立っ
た」以上で
あった場合を
120％とす
る）

○

ユネスコによる
ＣＬＣ（コミュ
ニティ学習セン
ター）設置数
（アジア太平洋
地域）

Ｐ ○

ＣＬＣ（コミュ
ニティ学習セン
ター）設置数
（アジア太平洋
地域）

Ｐ ○

（参考指標）
初等教育就学率
（アジア太平洋
地域）

ＣＭ

（参考指標）
識字率（アジア
太平洋地域）

ＣＭ

ＡＣＣＵ（ユネ
スコアジア文化
センター）アジ
ア太平洋ＥＳＤ
事業支援団体数

Ｐ － －

ＥＳＤ国内実施
計画策定国（ア
ジア太平洋地
域）

Ｐ － －

ＥＳＤ普及に関
する活動件数

Ｐ － －

ＥＳＤウェブサ
イトのアクセス
数

Ｐ － －

9-2 諸外国と
の人材交
流の推進

Ｃ

△ 10 我が国が受入れ
ている留学生数
（人数・対前年
度増加率）

Ｐ 留学生交流の
充実度合が向
上（実績の増
加）

△

我が国の高等教
育機関の学生に
占める留学生の
割合

Ｐ △

－ （達成目標）9-1-4
　「国連持続可能な開発のための教
育の10年」の主導機関であるユネス
コに信託基金を拠出し、持続可能な
開発を教育面から支援するための国
際的な取組に貢献する。

○ （達成目標）9-1-3
　「万人のための教育」を主導する
ユネスコへの協力を通じて、開発途
上国における就学率の向上、識字率
の向上、教育のすべての局面におけ
る質の改善など、「ダカール行動の
枠組み」で示された目標に向けた取
り組みに貢献する。

2
(参考
指標2)

（達成目標）9-2-1
　留学生の受入れ・派遣の両面で一
層の交流の推進を図るとともに、留
学生の質を確保する。

４

前年度より増
加もしくは変
化なし

○ （施策目標９－２）
　諸外国との人材交流等を通し
て、国際社会で活躍できる人材
を育成するとともに、諸外国の
人材育成に貢献し、我が国と諸
外国の相互理解と友好親善に資
する。



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

大学間協定等に
基づく日本人学
生の海外派遣人
数（人数・対前
年度増加率）

Ｐ △

短期留学推進制
度（派遣）採択
者数

Ｐ △

長期海外留学支
援（新規派遣者
数）

Ｐ △

私費外国人留学
生学習奨励費給
付者数（人数・
受給者の割合）

Ｐ △

日本留学試験の
国内外実施都市
数（都市数･国
外で内数）

Ｐ △

日本留学試験の
国内外受験者数
（人数･国外で
内数）

Ｐ △

公的宿舎に入居
している留学生
数（人数･割
合）

Ｐ △

留学生の学位取
得率（修士課
程、博士課程）

Ｐ △

諸外国からの教
職員等受入れ･
派遣者総数

Ｐ －

諸外国からの教
職員等受入れ･
派遣予定者総数

Ｐ －

諸外国からの教
職員等受入れ･
派遣の実施率

Ｐ 100％以上 ○

諸外国の教職員
の招聘（人）

Ｐ － －

諸外国との相互
交流（人）（受
入・派遣）

Ｐ － －

外国人新規入国
者数（中国）

Ｐ － －

外国人新規入国
者数（韓国）

Ｐ － －

○ 7（達成目標）9-2-2
　我が国と世界各国との二国間交流
が活発になる中で、二国間における
国民間の相互理解を増進し、真の友
好親善関係を構築するため、教育・
科学技術・文化分野の交流を図る。



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

○ 1 交流競技会等の
交流（人）（受
入･派遣）

Ｐ 開始年度(14
年度)と前年
度までの平均
と比較して、
派遣・受入れ
合計数が同程
度（増加率
５％未満、減
少率５％未
満）以上

○

派遣･受入れ者
総数

Ｐ ○

派遣･受入れ予
定者
（日本人高校生
の諸外国への派
遣者数、研究対
象言語国の高校
生の受入れ者
数）

Ｐ ○

9-3 大学等に
よる国際
協力活動
及び国際
協力に携
わる人材
の育成・
確保

Ｃ

○ 8 「プロジェクト
受託に関するセ
ミナー」開催件
数

Ｐ － －

「プロジェクト
受託に関するセ
ミナー」参加大
学数

Ｐ － －

「プロジェクト
受託に関するセ
ミナー」参加人
数

Ｐ － －

「大学の国際開
発協力活動に関
するセミナー」
開催回数

Ｐ － －

○ （達成目標）9-2-4
　外国語教育の多様化や国際理解教
育を推進する。

（達成目標）9-3-1
　大学における国際開発協力活動を
支援するサポート･センターを通
じ、大学の国際協力、プロジェクト
受託に関する情報の提供、大学から
の相談への対応等、大学が組織とし
て国際開発協力活動を行うための支
援をする。

2 指定都道府県
の派遣・受入
れの実施率が
100％以上
(18年度は70
人（派遣30
人、受入れ40
人）を基準と
して設定)

（達成目標）9-2-3
　スポーツの普及・発展に寄与する
とともに、友好親善や国際的な視野
と資質を持った青少年の健全育成を
目的として、諸外国との交流競技会
等を行うスポーツ交流事業を推進す
る。

○ （施策目標９－３）
　大学が有する「知」を活用し
た国際開発協力を効果的・効率
的に進めるために、国際教育協
力懇談会（文部科学大臣の私的
懇談会）における議論を踏まえ
つつ、大学が組織として国際開
発協力活動を行うための基盤を
整備する。
　また、国際開発協力に携わる
人材の育成・確保を図る。



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

「大学の国際開
発協力活動に関
するセミナー」
目標数に対する
参加大学数の割
合（参加大学数
／目標数）

Ｐ 100％以上
（目標数
209）

○

「大学の国際開
発協力活動に関
するセミナー」
目標数に対する
参加人数の割合
（参加人数／目
標数）

Ｐ 100％以上
（目標数428
人）

○

目標数に対する
大学関係者に対
する相談･助言･
提案数の割合
（相談･助言･提
案数／目標数）

Ｐ 100％以上
（目標数50）

○

プロジェクト受
託数（目標数に
対する割合）

Ｐ 100％以上
（目標数40）

○

3 目標数に対する
大学の国際開発
協力活動等に関
するセミナーの
参加大学数の割
合（参加大学数
／目標数）

Ｐ 100％以上
（目標数
209）

○

目標数に対する
大学の国際開発
協力活動等に関
するセミナーの
参加人数の割合
（参加人数／目
標数）

Ｐ 100％以上
（目標数428
人）

○

開発援助人材養
成研究科等から
国際機関や援助
関係機関等への
インターンシッ
プ及び就職者等
（青年海外協力
隊、コンサルタ
ント含む）の総
数（人）
（総数/目標
数、インターン
シップ数、就職
者数）

Ｐ 目標数に対す
る総数の割合
が100％以上
（目標数45
人）

○

－ 0

○

（達成目標）9-3-3
　国連大学の持つ世界的なネット
ワークの下で実施される開発途上国
の人材育成や政策提言のための調査
研究･研修事業等に我が国の大学等
が参加協力することにより、我が国
大学等の国際開発協力活動の基盤整
備を図る。

（達成目標）9-3-2
　開発途上国の開発課題を専門とす
る若手人材が国際開発協力活動等に
携わることを推進し、人材の育成を
図る。



目標
分類

指標数 測定指標
指標
分類

目標値

指標の目
標値等の
設定の有

無

政策
番号

達成すべき目標
（「政策目標」、「施策目標」及

び
「達成目標」）

政　策
（政策及
び施策）

目標に関し達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無

(達成目標)
○＝121
△＝８
－＝ 38

合
計

９政策／
４４施策

（施策目標）

○＝42
△＝１
－＝１

（政策目標）
Ｃ＝９

（施策目標）
Ｃ＝３９
Ｐ＝５

（政策目標）

○＝９

ＣＭ＝ 51
 Ｐ ＝364

○＝275
△＝ 27
－＝113

415
(参考
指標
59)

（注）１　文部科学省の「文部科学省実績評価書－平成18年度実績－」を基に当省が作成した。
    　２　各欄の記載事項については、「政策評価審査表（実績評価関係）の記載事項」を参照

参考指標
ＣＭ＝12、Ｐ＝47



 

政策評価審査表（実績評価関係）の記載事項 

 

 

欄   名 記      載      事      項 

「政策番号」欄 文部科学省の「文部科学省実績評価書－平成 18 年度実績－」において評価

対象政策ごとに付されている番号を記入した。 

「政策」欄 評価対象政策の名称（政策目標名及び施策目標名）を記入した。 

「目標に関し達成

しようとする水準

が数値化等により

特定されている政

策の有無」欄 

目標に関し達成すべき水準が数値化されている場合及び定性的であっても

目標が達成される水準が具体的に特定されているものは、「○」を記入した。

目標に関し達成すべき水準は数値化されていないものの、指標の測定値を向

上させる等の方向が示されているものは、「△」を記入した。 

上記のいずれにも該当しないものは、「－」を記入した。 

なお、評価対象政策に複数の指標が設定されている場合には、少なくとも一

つの指標について達成しようとする水準が数値化等されているものは「○」、

少なくとも一つの指標について、達成しようとする水準は数値化されていない

ものの、指標の測定値を向上させる等の方向が示されているものは「△」を記

入した。 

「達成すべき目標

（「政策目標」、「施

策目標」及び「達成

目標」）」欄 

評価書の「政策目標」、「施策目標」及び「達成目標」欄に記載されている事

項を記入した。 

「目標分類」欄 「アウトカム指標とアウトプット指標の分類の考え方（総務省行政評価局）」

を踏まえ、「Ｃ」、「Ｐ」の別を記入した。 

なお、「Ｃ」（＝outCome）はアウトカム、「Ｐ」（＝outPut）はアウトプット

をそれぞれ示す。 

「測定指標」及び

「指標数」欄 

「達成すべき目標」に対する実績を定期的・継続的に測定するため使用する

指標及びその数を記入した。 

「指標分類」欄 「アウトカム指標とアウトプット指標の分類の考え方（総務省行政評価局）」

を踏まえ、「ＣＭ」、「ＣＩ」、「Ｐ」の別を記入した。 

なお、「ＣＭ」（＝outCome Measurable）はアウトカムで定量的な指標、「Ｃ

Ｉ」（＝outCome Immeasurable）はアウトカムで定性的な指標、「Ｐ」（＝outPut）

はアウトプット指標をそれぞれ示す。 

「目標値」欄 「達成すべき目標」についての目標とする値、水準等を定めている場合に、

その値、水準等を記入した。 

「指標の目標値等

の設定の有無」欄 

各測定指標に着目した場合の目標値等の設定について、上記の「目標に関し

達成しようとする水準が数値化等により特定されている政策の有無」欄と同様

の分類により「○」、「△」及び「－」を記入した。 

 
 



アウトカム指標とアウトプット指標の分類の考え方（総務省行政評価局） 

 

各府省の実績評価方式を用いた評価で用いられている測定指標について、アウトカム指標とアウトプット

指標との区分を分類整理するに当たっては、下記の考え方に沿って指標を分類した。 

 

記 

 

行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成13年法律第86号）第３条第１項において、政策効果は「政

策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政上の一連の行為が国民生活及び社会経済に及ぼし、又は

及ぼすことが見込まれる影響」と定義されている。この「国民生活又は社会経済に及ぼし、又は及ぼすこと

が見込まれる影響」がアウトカムに当たる。 

○アウトカム指標 

行政の活動の結果として、国民生活や社会経

済に及ぼされる何らかの変化や影響 

（例） 〇行政サービスに対する満足度 

○講習会の受講による知識の向上、技能の向上 

○搬送された患者の救命率 

○開発途上国における教育水準（識字率、就学率） 

〇農産物の生産量 

○大気、水質、地質の汚染度 

○ごみ減量処理率、リサイクル率、廃棄物の再生利用量、

不法投棄件数 

○株式売買高の推移 

○育児休業取得率 

○就職件数、就職率 

○アウトプット指標 

アウトカム指標以外のもの 

① 行政の活動そのもの （例） 〇事業の実施件数、 〇会議の開催数 

〇偽造防止技術の研究件数、 〇環境基準の設定 

〇検査件数、 〇行政処分の実施件数 

② 行政活動により提供されたモノやサービ

スの量 

（例） 〇講習会、展示会等の開催回数 

〇標準事務処理期間の遵守状況 

〇電算機の稼働率、 〇助成金の支給件数・支給金額 

〇パンフレットの配布数 

③ 行政活動により提供されたモノやサービ

スの利用の結果 

（例） 〇講習会、展示会等の参加者数 

〇ホームページ等へのアクセス件数 

〇論文の被引用数、 〇共同利用施設の利用者数 

○放送大学の学生数、高等教育機関における社会人の数

〇技術士、環境カウンセラー等の登録者数 

〇相談件数、 〇インターンシップ参加者数 

④ 行政機関同士や行政内部の相互作用の結

果であり直接国民生活や社会経済に及ぼす

影響でないもの 

（例） 〇機構・定員等の審査結果 

〇一般会計予算の主要経費構成比 

〇法令等審査件数 

〇恩給請求書を3か月以内に総務省に進達した割合 

⑤ 行政活動の結果に起因して生じている現

象や事態を表す指標であるが、それ自体は直

接国民生活や社会経済に及ぼす影響を表す

ものではないもの 

（例） 〇各種研究開発の特許取得件数 

○マネーロンダリングに関する金融機関からの届出件数

○新規化学物質の製造、輸入に関する届出件数 

 



３ 事業評価方式による政策評価（事前）についての審査 

（１）審査の考え方と点検の項目 

事前評価は、政策の決定に先立ち、当該政策に基づく活動により得られると見込ま

れる政策効果を基礎として的確な政策の採択や実施の可否を検討するものとされてい

る（基本方針Ⅰ－４－ア）。事前評価については、個々の研究開発、公共事業及び政府

開発援助並びに規制に関して、その実施が義務付けられている（行政機関が行う政策

の評価に関する法律（平成 13 年法律第 86 号。以下「評価法」という。）第９条及び行

政機関が行う政策の評価に関する法律施行令（平成 13年政令第 323 号）第３条）。 

 

これら以外の政策については、評価法上は事前評価の実施が義務付けられているわ

けではなく、また、必ずしも確立された手法による政策効果の把握が可能となってい

るわけではないが、各府省における政策評価の実施状況をみると、それぞれが定めた

基本計画等に基づいて、評価法で義務付けられた政策のほか、自発的・積極的に新規

の施策・事業等を対象として事前評価が行われている。 

こうしたことを踏まえつつ、更に質の高い政策評価の実施に向けた今後の課題等を

明らかにする観点から、以下の点検項目により審査を行う。 

 

（政策効果の把握について） 

評価法では、行政機関は、その所掌に係る政策について、適時に、その政策効果を

把握し、これを基礎として、必要な観点から評価を行うこととされている（評価法第

３条）。政策の実施によって何らかの効果が得られることは、当該政策の必要性が認め

られるための前提であり、どのような効果が発現したかをもって得ようとする効果が

得られたとするのか、その状態を具体的に特定することが求められている。 

この審査において点検を行っているのは、次の項目である。 

○ 政策の実施により得ようとする効果はどの程度のものかなど、具体的に特定され

ているか。 

 

（事前評価の結果の妥当性の検証について） 

事前評価については、政策効果が発現した段階においてその結果の妥当性を検証す

ること等により得られた知見を以後の事前評価にフィードバックする取組を進めてい

くことが重要である（基本方針Ⅰ－４－ウ）。 

政策の実施により「得ようとする効果」を的確に把握するためには、効果の把握の

方法が特定されており、かつ、それが効果をできる限り具体的（定量的）に把握でき

るものであることが望ましい。 

また、政策効果が発現した段階における事後的な検証を適切に行うためには、実際

に得られた効果が当初得ようとしていた効果との関係でどのように評価されることと

なるのかを、事前評価の段階で明らかにしておくことが望ましい。 

この審査において点検を行っているのは、次の項目である。 

① 事後的な検証を行うこととしているか。また、その時期は特定されているか。 



② 事後的な検証が予定されている場合、政策効果の把握の方法は、得ようとする効

果が実際に得られたかどうかを事後的に把握することが可能な程度に特定されてい

るか。 

 

（２）審査の結果 

「文部科学省事業評価書－平成 20 年度新規・拡充事業等－」における事業評価方

式による 69 件の政策評価（事前）についての審査の結果（事実確認の整理結果）は、

以下のとおりである。 

 



1  社会人の学び
直しニーズ対
応教育推進プ
ログラム（拡
充）

△ 　本事業を実施することにより、選定
された大学・短期大学・高等専門学校
における多様な教育プログラム（全国
各地で410件（うち新規分300件））が
展開され、その取組が牽引力となり、
大学あるいは地域社会からの要望を受
け、他大学等においても社会人の学び
直しのための実践的教育の実施に向け
た検討が行われ、応募に向けて大学等
が産業界等と連携を図るなど社会ニー
ズの把握に努め、組織的かつ体系的な
教育プログラムの開発などに取り組む
ことが想定される。また、学修成果が
再就職やキャリアアップの動機につな
がるなどの社会的な通用性をもつこと
が期待される。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成24年度)

△

2 放課後子ども
教室推進事業
（拡充）

△ 　全国の小学校区において、安全で健
やかに子どもが育まれる環境を整備す
ることにより、
・子どもの社会性、公共心、規範意
識、自主性、創造性等を育む
・多くの大人の参画を得ることで、子
どもたちを地域で見守り育むといった
地域の教育力の向上を図る

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成23年度)

△

3 団塊世代等社
会参加促進の
ための調査研
究（拡充）

△ 　省内に設置する教育サポーター制度
創設検討委員会で、標準的な教育サ
ポーター制度を提示するとともに、ト
ライアル事業委託先で試行し、全国に
その取組が展開してゆけば、団塊世代
や高齢者が、職業や学習を通じて培っ
た経験を活かし、学校や地域で活躍す
る機会が拡大し、地域の教育力の向上
が図られる。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成21年度)

△

4 学校支援地域
本部（仮称）
事業（新規）

△ 　本事業では、実施する2,500学校区
において、学校支援を通じた地域の連
帯感の形成、地域の教育力が再生され
る効果を見込んでいる。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成23年度)

○ 　「学校支援地域本部（仮
称）事業」に先行して実施
する地域住民の意識調査
と、実施後における意識調
査を比較分析することで、
当該地域の連帯感の形成、
地域の教育力の再生につい
て的確に把握する。

5 地域ボラン
ティア活動支
援センターの
在り方に関す
る特別調査研
究（新規）

△ 　本調査研究で得られた成果を全国に
普及し　全国のボランティア活動支援
センターにおけるボランティア活動を
支援する機能が充実することにより、
青少年から高齢者まであらゆる世代が
ボランティア活動を通じて地域社会へ
参加する機会が拡大し、ひいては、地
域住民の地域に対する責任感や主体的
に社会に関わる機運が高まり、地域の
教育力の向上が図られる。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成22年度)

△

6 「学びあい、
支えあい」地
域活性化推進
事業（拡充）

△ 　本事業で得られた成果を全国に普及
し、各地域でボランティア活動や地域
課題等を解決する活動などが活発にな
ることで、地域のきずなが深まり、地
域の教育力の向上が図られる。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
 (事業達成年度:
平成21年度)

△

政策評価審査表（事業評価（事前）関係）
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7 家庭教育支援
指導者養成標
準カリキュラ
ム開発事業
（新規）

△ 　家庭教育支援について一定の資質を
有し、社会的通用性のある人材が全国
的に養成され、信頼性が増すことによ
り、活動が活発化し、より多くの親の
悩み等の解消を図ることができる。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成20年度)

△

8 地域における
家庭教育支援
基盤形成事業
（新規）～す
べての親への
きめ細かな支
援手法の開発
～

△ 　地域における家庭教育支援の中核と
なる「家庭教育支援チーム」を設置す
ることにより、域内において取組まれ
ている学習機会の有機的な結合など、
総合的な調整が可能となる。また、家
庭教育支援の基本となる学習内容を体
系的に整理したガイドラインの作成や
ITを活用したアプローチ手法の開発も
行われ、きめ細かな支援が可能とな
り、家庭教育の向上につながる。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成24年度)

△

9 学校教育情報
化推進総合プ
ラン（拡充）

△ 　先導的なICT教育に関することや学
校における教育の情報化のサポート体
制が明確になること、新学習指導要領
の実施上の課題等を明らかにするこ
と、教員のICT指導力の向上の有効な
施策及び情報モラル教育の効果的な指
導方法の普及を図ることで、各地にお
ける情報教育一層の推進が図られる。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成22年度)

△

10 義務教育費国
庫負担金（拡
充）

△ 　教員の子どもと向き合う時間を拡充
し、学力の向上と規範意識の育成を図
る。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成22年度)

△

11 外部人材の活
用（新規）
教員の子ども
と向き合う時
間拡充のため
の外部人材活
用事業（委託
費）

△ 　教員の子どもと向き合う時間を拡充
し、学力の向上と規範意識の育成を図
る。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成22年度)

△

12 全国的な学力
調査の実施
（拡充）

△ 　円滑かつ確実に全国学力･学習状況
調査を実施し、義務教育の機会均等や
一定以上の教育水準が各地域において
確保されているかどうかを把握･検証
し、教育委員会及び学校への教育指導
の改善充実を図る機会を提供すること
で「確かな学力の育成」に資すると見
込んでいる。
　あわせて、学校改善推進事業を実施
するとともにその成果を全国へ普及さ
せることにより、教育委員会や学校に
おける教育施策や教育指導の改善･充
実が図られ、「確かな学力の育成」に
資することを見込んでいる。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成22年度)

△



政　　策
整理
番号

得ようとする効果の明確性 検証を行う時期の特定 効果の把握の方法の特定性

13 学力向上プロ
グラム推進事
業（新規）

△ 　本事業は、新しい学習指導要領の先
行的実践研究等を行うことにより、新
学習指導要領が円滑かつ効果的に実施
され、その下での確かな学力の向上が
図られることを目指しているものであ
る。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
 (事業達成年度:
平成22年度)

△

14 小学校におけ
る英語活動等
国際理解活動
推進プラン
（拡充）

△ 　本事業により、指導者、教材、教具
などの条件整備を図ることで、小学校
で英語活動等国際理解活動を行う基盤
ができる。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成21年度)

△

15 帰国･外国人児
童生徒受入促
進事業（拡
充）

△ 　学校における帰国･外国人児童生徒
への日本語指導等の支援体制の整備が
図られる。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成21年度)

△

16 「専門家」に
よる学校支援
体制の整備
（外国人児童
生徒支援）
（新規）

△ 　学校における外国人児童生徒の指導
体制の整備が図られる。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成24年度)

△

17 幼児教育の改
善･充実調査研
究（新規）

△ 　本事業により、幼児教育に関わる
様々な今日的な諸課題に対して、教育
現場における実践を通じた調査研究成
果を得ることが可能となり、それらの
成果を全国の幼児教育関係者に普及す
ることにより、我が国全体の幼児教育
の質の向上を図ることができる。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成25年度)

△

18 幼稚園におけ
る学校評価推
進モデル事業
（新規）

△ 　本事業により、策定された「幼稚園
における学校評価ガイドライン」と、
実際の運用成果を記した事例集と併せ
て各地域に配布することで、今まで学
校評価を実施していなかった／不十分
な取組しかできなかった幼稚園に対し
て、モデル的な学校評価の進め方を提
示することで、従来、他の学校種と比
較して低かった幼稚園における学校評
価の実施率を高めることができる。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成25年度)

△

19 発達障害等支
援･特別支援教
育総合推進事
業（新規）

△ 　各種学校等における支援体制整備の
一層の推進を図りつつ、特に幼稚園や
高等学校における体制整備の推進のた
めに必要な措置を実施することによ
り、所期の効果（｢確かな学力の育
成｣）が得られると期待される。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成24年度)

○ 　教育支援体制の整備状況
については、「幼稚園、小
学校、中学校、高等学校等
におけるＬＤ、ＡＤＨＤ、
高機能自閉症等のある幼児
児童生徒への教育支援体制
整備状況調査」を用いる。
（毎年度確認）



政　　策
整理
番号

得ようとする効果の明確性 検証を行う時期の特定 効果の把握の方法の特定性

20 発達障害教育
情報センター
事業（新規）

○ 発達障害に関する情報の取得等を容
易にすることで、障害のある幼児児童
生徒について、学校においてきめ細や
かな支援や指導等を一層行いやすくす
る。

例えば、教員研修の参加率向上につ
いて、教育支援体制整備状況調査によ
り、その向上率を確認することがで
き、教員研修の機会を拡大することで
特別支援教育の充実を図ることができ
る。（平成18年度の調査では、教員研
修受講率が全体で40％弱であり、今後
５年間で少なくとも50％を上回る受講
率を達成する。）

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成24年度)

○ 　教員研修の参加率につい
ては、「幼稚園、小学校、
中学校、高等学校等におけ
るＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能
自閉症等のある幼児児童生
徒への教育支援体制整備状
況調査」を用いる。

21 ＰＴ、ＯＴ、
ＳＴ等の外部
専門家を活用
した指導方法
等の改善に関
する実践研究
事業（新規）

△ 　ＰＴ、ＯＴ、ＳＴ等の外部専門家を
活用し、医学、心理学の視点も含めた
指導方法等の改善を図ることにより、
障害の重度･重複化、多様化等に対応
した指導を推進する。
　事業を実施する10都道府県におい
て、外部専門家を活用した指導方法等
の改善についての研究を行い、その成
果を全国に普及することで、特別支援
学校における指導充実の促進が期待で
きる。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成23年度)

△

22 地域産業の担
い手育成プロ
ジェクト（拡
充）

△ 地域産業界ニーズを踏まえた人材育
成プログラムを通して、実践的な職業
に関する知識や技術･技能の育成及び
勤労観･職業観の育成が一層図られ
る。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成22年度)

△

23 ものづくり教
育支援員配置
事業（新規）

△ 　ものづくりに関する授業における熟
練技術者等外部人材の活用が進み、実
践的な授業が展開されるとともに、生
徒のものづくりへの興味･関心の向上
や知識や技術･技能の習得が一層図ら
れる。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成24年度)

△

24 「未来を拓く
心」を育てる
支援活動の充
実（心のノー
ト）（拡充）

△ 中央教育審議会等では、道徳教育に
ついて、①指導が形式化して、実効が
上がっていないこと、②学年が上がる
につれ児童生徒の受け止めが良くなく
なること等の課題から、①重点や体系
を明確にした道徳教育の内容の改善や
②発達に即した適切な指導が行われる
よう改善を図ることが求められてい
る。

本事業では、児童生徒が身に付ける
道徳の内容をわかりやすく表した「心
のノート」に一層の工夫改善を行うこ
ととしており、本教材の活用を通じ
て、上記課題を克服し、児童生徒に対
し、他人を思いやる心、生命や人権を
尊重する心、自然や美しい者に感動す
る心、正義感や公正さを重んじる心な
どの豊かな心の育成の実現に資する。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成25年度)

△
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25 豊かな体験活
動推進事業
（拡充）

△ 　本事業の実施により、子どもの意欲
や積極性が養われ、豊かな人間性や社
会性が育まれることが期待される。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成22年度)

△

26 目指せスペ
シャリスト事
業（拡充）

△ 　各専門高校が本事業を活用し、各地
域の実情にあった教育を展開していく
ことにより、地域のニーズにあった専
門的職業人を効率的に育成することが
できる。
　また、職業教育に関する教育指導面
で高いポテンシャルを有する専門高校
が小･中･高等学校におけるキャリア教
育の拠点となることで、各地域のキャ
リア教育を今まで以上に推進すること
ができる。義務教育段階の早い時期か
ら職業観･勤労観を醸成することは、
現代社会の大きな問題である若年労働
者の雇用問題の解決にもつながると期
待される。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成22年度)

△

27 いじめ対策緊
急支援総合事
業（新規）

△ 　本事業において、外部の専門家等の
チームを活用した、いじめ等問題行動
に対応する学校内の体制整備を調査研
究することにより、学校においていじ
め等の問題行動への早期対応が可能と
なる。また、子どもたちの適切な人間
関係構築方法や問題行動に対する子ど
もたちの主体的取組について調査研究
することにより、問題行動の未然防止
にも資する。これらの調査研究成果を
全国に普及することにより、上位目的
（｢児童生徒の問題行動等への適切な
対応｣）の達成に資する。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成22年度)

△

28 スクールカウ
ンセラー活用
事業費補助金
（拡充）

△ 　小学校へのスクールカウンセラーの
配置、都道府県等へのスクールカウン
セラーの配置に係る経費を要求し、支
援体制の充実を図る。また、引き続
き、24時間いじめ相談ダイヤルを実施
し、教育相談体制の充実を図る。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
－)

△

29 子どもの読書
応援プロジェ
クト（拡充）

△ 　子どもの読書活動に関する社会的機
運の醸成を図るとともに、地域におけ
る子どもの読書活動体制の整備を推進
する。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成23年度)

△

30 青少年を取り
巻く有害環境
対策の推進
（拡充）

△ 　子どもを取り巻く情報メディアに係
る問題や注意事項等についての啓発、
地域で有害環境から青少年を守る推進
体制を引き続き構築し、青少年を取り
巻く有害環境対策を推進する。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成23年度)

△
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31 非行等問題を
抱える青少年
の立ち直り支
援推進事業
（新規）

△ 　非行等問題を抱える青少年の立ち直
りを支援するための取組や、地域社会
全体で立ち直りを支援する体制づくり
を推進する。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成23年度)

△

32 青少年元気サ
ポート事業
（新規）

△ 　青少年教育活動の活性化を図り、社
会全体の青少年教育力の向上を図る。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成22年度)

△

33 青少年体験活
動総合プラン
（拡充）

△ 　子どもたちが心と体の相伴った成長
を果たすことができるよう、生活圏内
において青少年が効果的な体験活動の
機会を得るための条件の整備を図る。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成24年度)

△

34 学校すこやか
プランの充実
（新規）

△ 　児童生徒が心身の健康課題に関する
正しい知識と望ましい生活習慣を身に
つけるとともに、各都道府県教育委員
会を通じて、児童生徒の心身の健康課
題に対応する学校と地域保健の連携体
制が全国的に整備される。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成26年度)

△

35 食育推進プラ
ンの充実（拡
充）

△ 　学校において栄養教諭を中核とした
食育が推進されることにより、児童生
徒が食に関する正しい知識と望ましい
食習慣を身につけることが期待され
る。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成21年度)

△

36 子どもの体力
向上国民運動
の推進（拡
充）

△ 　トップアスリートとのふれあいが、
子どもたちに夢や希望を与え、スポー
ツへの興味･関心が高まることにつな
がる。
　また、「体力･運動能力調査」結果
によれば、運動･スポーツの実施頻度
が高いほど体力水準が高い傾向にある
ため、今後も当該事業の更なる拡充に
よって、子どもの体力の向上が図ら
れ、もって健やかな体の育成が図られ
る。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成22年度)

△

37 子ども安心プ
ロジェクトの
充実（拡充）

△ 　学校や通学路における事件等が大き
な問題となっている状況を踏まえ、引
き続き、地域社会全体で児童生徒等の
安全を確保する体制の整備を推進する
とともに、教職員の学校安全に係る理
解の促進を図る。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成24年度)

△
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38 コミュニティ･
スクール推進
プラン（拡
充）

○ 　平成20年度からモデル事業（コミュ
ニティ･スクール推進事業。１地域２
年間。）を新規で200校ずつ実施する
ことにより、平成21年4月から平成22
年４月まででは200校のコミュニティ･
スクールが設置される見込み。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成21年度)

△

39 教員養成･免許
制度改革推進
事業（拡充）

△ 　教員が、社会構造の急激な異変化等
に対応して、最新の知識･技能を身に
付け、自信と誇りを持って教壇に立
ち、社会の尊敬と信頼を得られるよう
にするため、すべての教員が10年に一
度資質能力を刷新することにより、教
員全体への信頼性を高め、全国的な教
育水準の向上を図る。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成20年度)

△

40 教員の勤務負
担軽減に関す
る調査研究事
業（新規）

△ 　各都道府県･指定都市教育委員会に
て研究が進み、デスクワーク的な事務
負担などの児童生徒と向き合う時間以
外の教員の勤務負担を軽減すること
で、教員が児童生徒の指導により専念
できるような環境が整備され、個々の
教員が指導方法の研究や授業準備等に
充てる時間を確保できるようになる。
それにより、教員の資質向上が図られ
る。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成22年度)

△

41 公立小中学校
の耐震化等
（拡充）

△ 　本事業の実施により、達成目標2-8-
1「公立小中学校施設等の耐震補強や
改築事業について国庫補助等を行うこ
と等により、地方公共団体の計画的な
取組みを支援し、公立小中学校施設等
の耐震化を重点的に推進する。」が着
実に進展する。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成20年度)

△

42 がんプロ
フェッショナ
ル養成プラン
（拡充）

△ 　各大学が、大学病院、がん診療連携
拠点病院や地域の医療機関と連携し
て、がんに特化した教育や全医師等に
緩和ケアの教育を行うことにより、が
んに関する幅広い知識及び技術を有し
た専門医等の育成を図る。
　選択された大学が拠点となり、連携
する大学･大学病院等との緊密なネッ
トワーク体制を構築することによっ
て、放射線療法、化学療法等を専門的
に行う優れた専門家が多く輩出され、
がん医療水準の向上に期待できる。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成23年度)

△
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43 地域連携型高
度医療人養成
推進事業（新
規）

△ 　本事業において、医師が、大学病院
と地域医療機関等とを継続的に循環し
てキャリアアップを図るシステムが確
立することにより、大学病院が有する
医師派遣機能が強化されるとともに、
教育研修の充実により、医師の資質向
上が図られることから、地域における
医師不足問題が解消されることに繋が
り、その結果として、国民や社会的･
地域的ニーズに的確に対応した質の高
い医療の提供、さらには、安心･安全
な社会が実現する。
　また、本事業において、採択された
大学病院に人材養成機能を集約化して
重点化することにより、連携機関等と
が緊密なネットワークを構築しつつ、
世界トップレベルの臨床研究者及び臨
床研究支援人材の養成を推進するとと
もに、その成果を大学病院等の人材養
成過程にもフィードバックし、体系的
な臨床研究実施人材の養成システムの
構築が行われることを通じて、臨床研
究が一層活性化し、新たな医療技術･
医薬品の開発が推進される。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成24年度)

△

44 グローバルＣ
ＯＥプログラ
ム（拡充）

△ 　①学長を中心として全学的観点から
の大学づくりなど大学改革の推進、②
優れた研究者養成機能の強化、③独創
的･先端的研究の水準の向上といった
本事業における効果をあげることによ
り、卓越した国際的教育研究拠点の実
施が期待される拠点への重点的支援が
図られ、ひいては国際競争力ある世界
最高水準の大学づくりの推進が期待さ
れる。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成23年度)

△

45 大学教育の国
際化加速プロ
グラム（新
規）

○ 　本事業により選定された取組がモデ
ルケースとなり、選定大学の他の部局
及び他の大学の国際化に向けた意識改
革をもたらすこととなり、その結果、
ダブル･ディグリー等をはじめとした
複数学位プログラムを実施する大学や
サマープログラムなどの国際連携活動
を実施する大学等が増加し、ひいては
大学等において授業の質が高まるとと
もに、大学等の国際化が進捗する。こ
れにより平成17年度のダブル･ディグ
リー等の実施大学数の倍増を図る。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成24年度)

△
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46 先導的ＩＴス
ペシャリスト
育成推進プロ
グラム（拡
充）

△ 　本事業を実施することにより、全国
の8拠点で多様な教育プログラムが展
開されるとともに、その開発･実施を
通じて得られた成果について、各採択
大学が独自に普及･展開をするだけで
はなく、拠点間教材等洗練事業を行
い、各採択大学が協力して、情報提供
やフォーラムの開催など組織的･効率
的な方法により全国の他大学等へ普
及･展開させることにより、全国の他
大学等において先導的役割を担う世界
最高水準のIT人材を育成することが期
待できる。
　また、この事業により、教材化する
技術の陳腐化を防ぐことによる各拠点
の教材の質の保持、教材の普及の一方
通行から双方向への展開、各拠点の活
動効果の更なる拡大、拠点間の教材の
洗練･新規作成等の連携の促進、拠点
形成校以外への教材の飛躍的な普及･
展開が期待できる。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成22年度)

△

47 大学院教育改
革支援プログ
ラム（拡充）

△ 　①大学院の各課程の目的に沿った、
魅力ある教育プログラムの先導的な展
開を促し、大学院教育の実質化を図
る、②社会の様々な分野で幅広く活躍
する高度な人材養成を図る、③プログ
ラム申請に向けて学内で積極的な議論
をすることが教育研究活動に組織的に
取り組む契機となり、このことを通じ
て大学の活性化及び意識改革を図ると
いった本事業における効果をあげるこ
とにより、大学院教育の実質化が図ら
れ、ひいては大学院の人材育成機能の
強化という成果に結びつくものと期待
される。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成23年度)

△

48 質の高い大学
教育推進プロ
グラム（仮
称）（拡充）

△ 　本事業の実施により、各大学におけ
る大学教育改革の取組が一層積極的に
行われると見込まれる。平成15年度か
らの「特色ある大学教育支援プログラ
ム」、平成16年度からの「現代的教育
ニーズ取組支援プログラム」への申請
数は毎年多く、また、学長や選定取組
者を対象としたアンケート調査では約
９割以上がＧＰ事業が大学改革に役
立っていると回答するなど、本事業の
定着性及び他大学を含めた社会への普
及･啓蒙は一定程度達成したと考え
る。
　このように大学改革への意識の高ま
りが醸成されていることから、本事業
を国公私立を通じた競争的な環境の下
で新たに展開することは、より効果的
に大学改革の促進が図られるものと考
える。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成24年度)

△

49 戦略的大学連
携支援事業
（新規）

△ 　本事業の実施により、個々の大学の
枠を超えた組織的な教育研究事業が可
能となることに加え、地域振興の核と
なる大学システムを構築することによ
り、一層の地域貢献活動の展開や、地
域ニーズに対応した人材育成が期待さ
れる。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成24年度)

△
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50 新たな社会的
ニーズに対応
した学生支援
プログラム
（拡充）

△ 　大学、短期大学、高等専門学校で実
施している学生支援の充実に資する取
組のうち、特色ある優れたプログラム
を選定し、財政支援を行うとともに、
広く社会に情報提供を行うことによ
り、各大学等における学生支援の面で
の改革の取組を一層促進し、学生支援
全体のより一層の充実を図る。

△ 応募と選定の状
況、選定された
プログラムの事
例集等を通じて
効果を把握する
とともに、当該
取組の効果を検
証するため、一
定期間経過した
プログラムを対
象に状況調査を
実施予定

○ ・応募と選定の状況
・選定されたプログラムの
事例集等
・一定期間経過したプログ
ラムを対象とした状況調査

51 国立大学等の
施設整備の推
進（拡充）

○ 　国立大学等施設の老朽化・狭隘化の
解消を図るため、第２次５か年計画に
基づき平成18年度から平成22年度まで
の５年間に、特に緊急性の高い約540
万㎡の施設整備を重点的計画的に実施
する。
・老朽再生整備（約400万㎡）
・狭隘解消整備（約80万㎡）
・大学付属病院の再生（約60万㎡）
計　約540万㎡
（平成20年度までに得られる効果）
　平成18年度の事業開始年度から20年
度の事業の実施を含めると、教育研究
基盤整備の老朽再生整備は約171万㎡
（達成率43％）、狭隘解消整備は約19
万㎡（達成率24％）、大学付属病院の
再生整備は33万㎡（達成率56％）が見
込まれる。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成22年度)

△

52 教育負担軽減
のための奨学
金事業の充実
（拡充）

△ 　奨学金事業の開始以来、64年間で約
814万人の学生等に対して奨学金の貸
与を行ってきており、教育の機会均等
の実現と我が国の発展を支える人材育
成に大きく寄与してきたところであ
る。また、経済的理由により修学を断
念することのないよう、奨学金の貸与
を社会のセーフティネットとしての役
割を担うことで、国民の安心と勉学意
欲の涵養を与えている。さらに家計に
おける教育費の負担を軽減するととも
に、学生等の自立性を促すことにも有
効と考えられる。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成20年度)

△

53 大学等におけ
る障害のある
学生の受入れ
促進のための
体制整備･充実
事業（仮称）
（新規）

△ 　障害のある者（特別支援学校卒業者
等）が、高等教育機関に進学し、公的
な資格の取得や高度の専門的な知識･
技術を習得することは、自立し社会参
加を図る上で極めて有効な方策である
が、現在の高等教育機関における障害
のある学生の受入れが極めて少ない状
況にあるため、今後、障害のある学生
の高等教育機関への進学を促し、当た
り前に受け入れる体制を整備･充実し
ていくことは、就学機会の確保を図る
上でも有効である。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成24年度)

△



政　　策
整理
番号

得ようとする効果の明確性 検証を行う時期の特定 効果の把握の方法の特定性

54 私学助成の充
実（拡充）

△ 　本事業は、学校法人自身の努力や税
制など他の施策と併せて効果を発揮す
る性質のものであるが、経常費補助及
び施設･設備整備への補助を行うこと
により、教育研究経費に投入される資
金の増加、教員一人当たりの学生数の
減少、初年度生徒等納付金の伸び率の
縮小といった効果が得られる見込みが
あり、この数年においてもその傾向が
続いている。本事業を継続することに
より、私立学校の振興に向け、①私立
学校における教育研究条件の維持向
上、②私立学校に在学する学生･生徒
等に係る修学上の経済的負担の軽減、
③私立学校の経営の健全性を高めるこ
とといった目指す効果が達成できる。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
毎年度)

○ （評価に用いた数値、デー
タ等）
私学助成予算額、教育研究
経費額、教育研究経費構成
比率、専任教員一人当たり
学生等数、初年度生徒等納
付金平均額推移、学生一人
当たり補助金額

89 統合型地域ス
ポーツクラブ
の育成・支援
（拡充）

△ 　統合型地域スポーツクラブの全国展
開は、国民の誰もが、それぞれの体力
や年齢、技術、興味･目的に応じて、
いつでも、どこでも、いつまでもス
ポーツに親しむことのできる生涯ス
ポーツ社会の実現のために、必要不可
欠であり、本事業の推進により施策目
標（生涯スポーツ社会の実現）の達成
が見込まれる。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成22年度)

△

90 地域スポーツ
指導者育成推
進事業（新
規）

△ 　健康志向･楽しみ志向の参加者を対
象としたスポーツ指導法や子どもや高
齢者を対象としたスポーツ指導法を含
む研修プログラムを開発し、その研修
プログラムを普及することにより、地
域住民のこれらの要望に応えることが
でき、もって生涯スポーツ社会の実現
に資する。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成22年度)

△

91 ナショナルト
レーニングセ
ンター競技別
強化拠点施設
高機能化事業
（拡充）

△ 　ナショナルトレーニングセンター
（ＮＴＣ）競技別強化拠点の指定及び
本事業の実施により、冬季競技等の強
化活動をより効果的･継続的に行う環
境の整備が図られることとなり、ＮＴ
Ｃ競技別強化拠点指定施設における強
化活動の実績が、他のトレーニング施
設と比較して大幅に増加する見込みで
ある。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成21年度)

△

92 チーム「ニッ
ポン」マルチ･
サポート事業
（新規）

△ 　本事業を実施することにより、個々
の選手では行うことが困難である総合
的な多方面からのサポートが可能とな
り、個々のトップアスリートの競技力
が向上し、ひいては我が国の国際競技
力が飛躍的に向上することから、オリ
ンピック競技大会におけるメダル獲得
率の上昇が見込まれる。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成24年度)

△

93 ドーピング防
止活動の推進
（拡充）

○ 　オリンピックにおけるメダル獲得主
要国並のドーピング検査件数（年間約
7,500件）の確保及びアジア諸国の
ドーピング防止活動に関する人材の育
成を図ることにより、我が国のドーピ
ング防止活動に対する国際的な評価を
高め、国際競技大会の我が国への招致
活動にも好影響を与える。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成21年度)

△



政　　策
整理
番号

得ようとする効果の明確性 検証を行う時期の特定 効果の把握の方法の特定性

94 学校体育の活
性化に向けた
取組（新規）

△ 学校体育は、児童生徒が運動･ス
ポーツに親しむ資質･能力や心身の健
全な育成、体力を培う大きなきっかけ
を与えるものである。学校体育の活性
化を進めることで、これらの健全な発
達が促される。

また、グラウンドの芝生の維持管理
を進めることで、児童生徒が安全にス
ポーツに親しむことができる場が確保
され、生涯にわたって運動･スポーツ
に親しむ資質･能力の育成に寄与する
と考えられる。

このほか、児童生徒が我が国の伝統
的運動文化である武道に触れ、武道の
持つ日本固有の文化的側面を理解する
ことは、武道の振興に大きく寄与する
ものと考えられる。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成24年度)

△

95 芸術拠点形成
事業（ミュー
ジアムタウン
構想の推進）
（拡充）

△ 　本事業の実施により、美術館･博物
館が日常的、積極的に地域に働きかけ
ることにより、美術館･博物館におい
て、地域と一体となった館運営や、地
域の風土や生活文化に根ざした個性あ
る活動が行われることが予想される。
また、子どもたちが美術館･博物館に
おける鑑賞教育や表現体験、文化財を
見、触れる知的･体験的機会を通じこ
れからの社会の中で、生涯にわたっ
て、心豊かに、主体的、創造的に生き
ていくことができる資質や能力を身に
つけることが期待される。
　これらは、本事業の施策目標であ
る、「芸術文化活動の振興」に資する
ものであり、毎年度全国平均で各都道
府県1件以上の支援を実施することを
目標とする。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成23年度)

△

96 メディア芸術
振興総合プロ
グラム（拡
充）

○ 　「メディア芸術振興総合プログラ
ム」として、海外におけるメディア芸
術祭優秀作品の展示上映や、全国にお
けるメディア芸術作品展の開催などを
行うことにより、日本文化の海外発
信、優れた文化芸術の鑑賞機会の提
供、優れた芸術文化の育成などが図ら
れ、我が国の芸術文化活動が振興され
る。
【目標値】
・メディア芸術海外展の鑑賞人数を平
成21年度において前年度と比べて増加
させる。
・メディア芸術作品展の鑑賞人数及び
開催件数を平成21年度において前年度
と比べて増加させる。
・国際的に有名なメディア芸術関連の
賞（ＳＩＧＧＲＡＰＨ等）の日本人ク
リエーターの入賞者を平成21年度にお
いて前年度と比べて増加させる。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成21年度)

△



政　　策
整理
番号

得ようとする効果の明確性 検証を行う時期の特定 効果の把握の方法の特定性

97 子どもの優れ
た芸術文化に
触れる機会の
確保（拡充）

○ 　子どもたちが学校において芸術文化
に触れる機会が提供され、豊かな心や
感性を育まれることにより、芸術文化
の担い手が育成され、よって芸術文化
の振興に資する。
【目標値】
・事業達成年度（平成23年度）におい
てすべての子どもたちに、優れた芸術
文化に触れる機会を義務教育期間中に
2回提供する。
・本事業を体験した子どもを対象にア
ンケートを実施し、事業を通じて芸術
文化を身近に感じるようになった子ど
もの割合を前年度と比べて増加させ
る。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成23年度)

△

98 文化ボラン
ティア支援拠
点形成事業
（新規）

△ 　文化ボランティア･リーダーや文化
ボランティア･コーディネーター養成
を行い、一層質の高い文化ボランティ
ア活動が行われ、また、行政と文化ボ
ランティアとの協働がより円滑に行わ
れるなど、文化ボランティア活動を支
える環境整備を行っていくことによ
り、今後、文化ボランティア活動が自
立的･継続的に行われていく。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成21年度)

△

99 建造物保存修
理（一般）
（拡充）

△ 　平成19年度においては、各都道府県
から約200件の保存修理の要望がある
が、現状では85件について事業採択し
ているのみである。建造物保存修理予
算を拡充することにより、危機に瀕し
ている文化財の保存を図り、適切な周
期による保存修理が可能となる体制を
構築する。合わせて当該建造物の積極
的公開･活用に資する。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成24年度)

△

100 文化財総合的
把握モデル事
業（仮称）
（新規）

△ 　「文化財の次世代への継承･発展」
は、国による文化財の保存･活用のた
めの取組の他に、地方公共団体による
取組、民間団体による取組等、様々な
主体による取組により実現するもので
あるため、「歴史文化基本構想（仮
称）」の策定を促進することは、文化
財保護のための選択肢を増やすことに
なり、施策目標（文化財の次世代への
継承･発展）に資するものである。
「歴史文化基本構想（仮称）」を全国
展開するために、先行して複数の地方
公共団体でモデルとなる事例を実際に
策定する。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成22年度)

△

101 留学生交流の
推進（拡充）

△ 　積極的な留学生の交流が展開される
ことにより、①諸外国との相互理解の
増進と人的ネットワークの形成、②国
際的視野を持った日本人学生の育成、
③我が国の大学の国際化、国際競争力
の強化、④国際社会に対する知的国際
貢献が図られる。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
毎年度)

○ 　本事業により得られる効
果の達成度は、留学生数
（受入れ･派遣）や政府奨
学金の受給者数（受入れ･
派遣）等の諸外国との比較
等の結果により判断する。



政　　策
整理
番号

得ようとする効果の明確性 検証を行う時期の特定 効果の把握の方法の特定性

102 国際交流拡大
プログラム
（新規）

△ 　国際交流推進会議における審議や国
際会議等の開催等を通じて、国際的な
舞台で活躍できる人材の育成や、教
育、文化、スポーツ、科学技術･学術
において世界に貢献する成果を発信
し、諸外国との国際交流の推進に資す
る。また、海外からの参加者が我が国
の歴史、伝統、文化、社会等に触れる
機会を提供し、それらに対する理解が
進むことが期待される。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成24年度)

△

103 外国人の子ど
もの社会適応
事業（新規）

△ 　外国人の子どもが本事業のプログラ
ムに参加することで、日本語能力不足
や日本文化･習慣への理解不足に起因
する不就学の防止等に資するものと判
断される。また、全国の外国人集住地
域において、外国人の子どもの社会適
応に資するような実践的プログラムの
展開が図られることが見込まれる。

△ 基本計画におい
て事業達成年度
到来時に必要に
応じ事業評価を
実施する旨規定
(事業達成年度:
平成24年度)

△

○＝６
△＝６３

（備考）

合　計
○＝７

△＝６２
△＝６９

 （注）１  文部科学省の「文部科学省事業評価書－平成20年度新規･拡充事業等－」を基に当省が作成した。
       ２　各欄の記載事項については、「政策評価審査表（事業評価（事前）関係）の記載事項」を参照
 



 

政策評価審査表（事業評価（事前）関係）の記載事項 

 

 

欄   名 記      載      事      項 

「整理番号」欄 評価書に記載された番号を記入した。 

「政策」欄 評価の対象とされた政策の名称を記入した。 

「得ようとする効

果の明確性」欄 

政策の実施により得ようとする政策効果を記入した。 

得ようとする効果について、「何を」、「どの程度」、「どうする」のかが明ら

かにされているなど、どのような効果が発現したことをもって得ようとする効

果が得られたとするのか、その状態が具体的に特定されているものは、「○」

を記入した。「何を」、「どうする」のかは説明されているものの、「どの程度」

かは明らかでないなど具体的には特定されていないものは、「△」を記入した。

得ようとする効果についての記載がないものは、「－」を記入した。 

「検証を行う時期

の特定」欄 

事後的検証を予定している場合に、その検証を行う時期を記入した。 

当該政策（施策や事業）について、事後的検証を行う時期が特定されている

ものは、「○」を記入した。事後的検証を行うこととはしているが時期が特定

されていないもの、又は当該政策（施策や事業）の一部についてのみ時期が特

定されているものは、｢△｣を記入した。事後的検証を行うことが明らかにされ

ていないものは、「－」を記入した。 

「効果の把握の方

法の特定性」欄 

事後的検証を予定している場合に、政策の実施後に実際に得られた効果をど

のように把握・測定するのかを記入した。 

政策の実施により発現した効果を把握できる程度に明確にされているもの

は、「○」を記入した。効果の把握の方法が不明確なものは、「△」を記入した。

 



４ 事業評価方式による政策評価（事後）についての審査 

（１）審査の考え方と点検の項目 

（政策効果の把握について） 

評価法では、行政機関は、その所掌に係る政策について、適時に、その政策効果

を把握し、これを基礎として、必要な観点から評価を行うこととされている（評価

法第３条）。また、基本方針において、事後評価は、政策の決定後において、政策効

果を把握し、これを基礎として、政策の見直し・改善や新たな政策の企画立案及び

それに基づく実施に反映させるための情報を提供する見地から行うものとされてい

る（基本方針Ⅰ－５－ア）。 

この審査において点検を行っているのは、次の項目である。 

① 政策の実施により得ようとした効果はどの程度のものかなど、具体的に特定さ

れているか。 

② 政策の実施により実際にどの程度の効果が得られているのかが具体的に把握さ

れているか。また、把握された効果が得ようとした効果の全体を表すものとなっ

ているか。 

 

（得ようとした効果と把握された効果の関連性について） 

事業評価方式による事後評価（事後の検証）においては、事前の時点に行った評

価内容を踏まえ、実際に得られた政策効果を把握・測定した上で、あらかじめ期待

していた政策効果が得られたのかどうか、見込んでいた政策効果と比べて実際に得

られた政策効果はどのように評価されるものなのかを明らかにしていくことが求め

られる。 

この審査において点検を行っているのは、次の項目である。 

○ 当初得ようとした効果が実際に得られたのか、得られなかった場合はどのよう

な事情によるのかについて、合理的な説明が行われているか。 

 

（２）審査の結果 

「文部科学省事業評価書－平成 20 年度新規・拡充事業等－」における事業評価方

式による２件の政策評価（事後）についての審査の結果（事実確認の整理結果）は、

以下のとおりである。 

 

 
（全体注） 各府省の評価の実施状況を踏まえた課題等の整理・分析については、今年度内に別途取りま

とめる予定である。 



１ 日韓スポーツ
交流事業

○ 　日韓両国の青少年の交流
競技会等のスポーツ交流を
通じて、競技力の向上を図
るとともに、両国の友好親
善を一層深め、次代を担う
国際的な視野と資質を持っ
た青少年の健全育成に資す
る。
（事業開始時に想定した効
果）
　事業開始時に年間1,600人
（派遣800人／受入800人）
の交流を目標とした.

○ 平成18年度までの派遣･受入
総数：6,258人

（派遣･受入人数の推移）

－ 　事業開始時に想定
した効果（年間1,600
人（派遣800人／受入
800人）の交流）が得
られなかった年度が
あるにもかかわら
ず、どのような事情
によるものなのか明
らかにされていな
い。

２ 対人地雷の探
知･除去技術に
関する研究開
発の推進

○ 　短期的研究開発課題で
は、従来の金属探知機が反
応しやすい鉱物質土壌下
で、僅かしか金属が含まれ
ず、かつ想定される深さで
土中に埋もれた対人地雷
を、高い確率で探知できる
センサ技術を実現するとと
もに、このセンサを荒野で
あるところの地雷原に安全
に持ち込み、要求される精
度でセンサの位置決めが遠
隔操作で可能なアクセス･制
御技術を開発する。

　中期的開発課題では、対
人地雷を構成する金属では
なく少量（数百ｇ）の火薬
そのものを探知できるセン
シング技術を開発する。

△ 　短期的研究課題における
センサ開発では、金属探知
機と地中レーダーの複合セ
ンサによりこれまで困難で
あった20CM程度の深さの地
雷探知に成功しその有効性
が実証された。またこのセ
ンサを搭載可能とし地雷探
知機除去のプラットフォー
ムとなりうる小型軽量のア
クセス用車両の開発に成功
した。

　一方、中期的研究課題の
実施においては、火薬その
ものを探知できる技術の実
現を見通せる実験結果が得
られつつある。

○＝２

（備考）

○＝１
△＝１

－＝１合　計

政策評価審査表（事業評価（事後）関係）

政　　策
整理
番号

得ようとした効果の明確性 把握された効果の明確性
得ようとした効果と把握

された効果の関連性

15年度 16年度 17年度 18年度

派遣人数 878 1340 940 713

受入人数 918 401 759 309

（注）１　文部科学省の「文部科学省事業評価書－平成20年度新規・拡充事業等－」を基に当省が作成した。
　　　２　各欄の記載事項については、「政策評価審査表（事業評価（事後）関係）の記載事項」を参照



 

政策評価審査表（事業評価（事後）関係）の記載事項 

 

 

欄   名 記      載      事      項 

「整理番号」欄 評価書に掲載された番号を記入した。 

「政策」欄 評価の対象とされた政策の名称を記入した。 

「得ようとした効

果の明確性」欄 

政策の実施により得ようとした政策効果を記入した。 

得ようとした効果について、「何を」、「どの程度」、「どうする」のかが明ら

かにされているなど、どのような効果が発現したことをもって得ようとした効

果が得られたとするのか､その状態が具体的に特定されているものは、「○」を

記入した。「何を」、「どうする」のかは説明されているものの、「どの程度」か

は明らかでないなど具体的には特定されていないものは、「△」を記入した。

得ようとした効果についての記載がないものは、「－」を記入した。 

「把握された効果

の明確性」欄 

実際に得られた効果を記入した。 

把握された効果の明確性について、上記の「得ようとした効果の明確性」欄

と同様の分類により「○」、「△」及び「－」を記入した。 

「得ようとした効

果と把握された効

果の関連性」欄 

「当初得ようとした効果が実際に得られたのか、得られなかった場合はどの

ような事情によるか」が当初得ようとした効果のすべてについて明らかにされ

ているものは、「○」を記入した。当初得ようとした効果の一部について明ら

かにされているものは、「△」を記入した。明らかにされていないものは、「－」

を記入した。また、「－」の場合、その判定理由を記入した。 

なお、「／」は、「得ようとした効果」又は「把握された効果」が、明確でな

い（「△」又は「－」）ため、「得ようとした効果と把握された効果の関連性」

について審査の対象としていないものを表す。 
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